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北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

│
│
満
洲
国
期
の
農
村
実
態
調
査
資
料
に
即
し
て
│
│

菅

野

智

博

は
じ
め
に

本
稿
は
、
近
代
中
国
東
北
農
村
に
特
徴
的
な
存
在
で
あ
る
雇
農

に
着
目
し
、「
満
洲
国
」（
以
下
、
括
弧
を
省
略
）
期
に
お
け
る
中

国
東
北
北
部
地
方
（
以
下
、
北
満
洲
と
表
記
）
の
村
落
社
会
の
特

質
と
変
化
の
一
端
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

満
洲
の
村
落
社
会
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
研
究
者
に
よ

っ
て
戦
前
よ
り
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
中
国
東
北
地
方

は
地
域
的
な
特
徴
に
よ
っ
て
北
満
洲
、
中
満
洲
、
南
満
洲
の
三
つ

に
分
け
ら
れ
、
自
然
環
境
や
経
済
的
立
地
の
み
な
ら
ず
、
村
落
構

成
や
農
業
経
営
・
農
業
技
術
の
諸
点
に
お
い
て
も
東
北
地
方
内
部

に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
1
）
。
北
満
洲

は
、
中
満
洲
・
南
満
洲
と
は
対
照
的
に
、
ご
く
少
数
の
大
土
地
所

有
者
が
全
体
の
面
積
の
半
数
を
所
有
し
て
お
り
、
一
方
で
膨
大
な

無
所
有
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
（
2
）
。
こ
れ
ら
の
大

規
模
農
業
経
営
を
支
え
た
の
は
、
北
満
洲
農
家
の
三
四
・
四
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
た
雇
農
農
家
で
あ
っ
た
（
3
）
。
一
九
三
三
年
に
お
け
る

中
国
他
地
域
の
雇
農
の
割
合
は
、
長
江
流
域
で
は
九
・
二
七
パ
ー

セ
ン
ト
、
珠
江
流
域
で
は
八
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
黄
河
流
域
で

は
一
一
・
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
北
満
洲
の

独
自
性
を
看
取
で
き
よ
う
（
4
）
。
し
た
が
っ
て
、
雇
農
農
家
の
存
在
を

分
析
す
る
こ
と
は
、
北
満
洲
の
村
落
社
会
の
特
質
を
理
解
す
る
た

め
の
重
要
な
手
が
か
り
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
5
）
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
満
洲
の
雇
農
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
と
課
題
に

つ
い
て
概
観
す
る
。
満
洲
開
拓
移
民
団
の
農
業
経
営
に
着
目
し
て

こ
の
問
題
を
論
じ
た
今
井
良
一
氏
は
、
地
主
化
が
進
ん
だ
要
因
の

一
つ
に
、
雇
用
労
働
力
（
雇
農
）
の
需
要
と
賃
金
の
高
騰
と
が
関

係
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（
6
）
。
す
な
わ
ち
開
拓
団
農
家
の
労

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
一
五
（
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働
力
不
足
に
加
え
、
農
繁
期
に
労
働
が
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

雇
用
労
働
力
の
必
要
性
が
特
に
高
ま
っ
て
お
り
、
賃
金
の
高
騰
に

よ
り
個
別
農
家
の
経
営
が
悪
化
し
、
地
主
化
が
進
ん
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
開
拓
移
民
団
の
農
家
経
営
に
関
わ
っ
て
雇
農

が
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
漢
人
村
落
の
雇
農
に

関
す
る
議
論
が
少
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

雇
農
に
関
す
る
中
国
の
専
論
と
し
て
于
春
英
氏
・
王
鳳
傑
氏
の

研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
満
洲
国
期
に
は
雇
農
の
生
活
状

況
が
悪
化
し
、
労
働
意
欲
が
激
減
す
る
こ
と
が
農
業
生
産
力
の
低

下
に
繋
が
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
7
）
。
こ
の
研
究
は
雇
農
農
家
の

生
活
の
変
化
に
着
目
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
の
、
雇
農
と
村
落
社

会
の
関
係
に
対
す
る
分
析
は
不
十
分
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
北
満
洲
に
お
け
る
労
働
力
移
動

の
変
容
に
つ
い
て
は
、
荒
武
達
朗
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
得
ら

れ
て
い
る
（
8
）
。
氏
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
労
働
力
移
動
は
、
南
満
洲
と

北
満
洲
と
い
う
地
域
間
の
選
択
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
以

降
工
業
・
鉱
業
へ
の
移
動
が
加
わ
り
、
農
業
と
そ
れ
ら
の
産
業
の

職
業
間
の
選
択
も
可
能
に
な
っ
た
た
め
、
人
々
は
よ
り
良
い
条
件

を
求
め
て
自
由
に
移
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
荒
武
氏
が

論
じ
て
い
る
の
は
、
主
に
日
雇
い
雇
農
（
日
工
）
を
中
心
と
す
る

出
稼
ぎ
労
働
者
で
あ
り
、
村
落
で
暮
す
雇
農
農
家
は
分
析
対
象
と

さ
れ
て
い
な
い
。
村
落
社
会
の
構
造
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
村

落
に
在
住
す
る
雇
農
農
家
に
も
十
分
な
分
析
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
、
氏
が
指
摘
し
た
、
よ
り
有
利
な
条

件
を
求
め
て
の
移
動
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
移
動
の
背
景
と
し

て
賃
金
と
い
う
一
面
で
は
必
ず
し
も
捉
え
き
れ
な
い
側
面
、
す
な

わ
ち
移
動
に
関
わ
る
血
縁
や
地
縁
な
ど
の
社
会
関
係
に
つ
い
て
も

議
論
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
満
洲
に
お
け
る
血
縁
組
織
と
村
落
社
会
と
の
関
係
に
つ

い
て
み
て
み
る
。
南
満
洲
の
宗
族
の
変
容
つ
い
て
分
析
し
た
聶
莉

莉
氏
は
、
満
洲
国
期
の
雇
用
主
と
雇
農
の
契
約
関
係
は
社
会
的
従

属
関
係
で
は
な
く
純
粋
な
経
済
関
係
で
あ
り
、
契
約
終
了
と
共
に

関
係
全
体
が
な
く
な
る
一
時
的
な
結
合
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て

い
る
。
雇
農
や
小
作
人
と
契
約
す
る
際
に
重
視
さ
れ
た
の
は

「
親
」（
親
族
関
係
）
で
は
な
く
経
済
的
な
要
素
で
あ
り
、
人
間
関

係
よ
り
重
要
視
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
9
）
。
聶
氏
の
指
摘
と
同
様

に
、
中
兼
和
津
次
氏
は
、
南
満
洲
の
村
落
社
会
の
構
造
は
市
場
的

関
係
の
支
配
が
最
も
濃
厚
で
あ
り
、
北
満
洲
の
場
合
に
は
親
族
関

係
の
紐
帯
を
超
え
た
激
し
い
階
級
差
が
み
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い

る
（
10
）。し

か
し
、
両
氏
と
も
に
南
満
洲
を
中
心
に
議
論
し
て
い
る
た
め
、

北
満
洲
を
対
象
と
す
る
分
析
は
依
然
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
は
言

史

学

第
八
一
巻

第
三
号
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い
難
い
。
親
族
組
織
の
紐
帯
が
相
対
的
に
希
薄
と
は
い
え
、
親
族

組
織
や
血
縁
関
係
が
北
満
洲
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
存

在
し
て
い
た
の
か
、
村
落
社
会
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た

し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
問
題
意
識
を
受
け
、
本
稿
で
は
、
北
満
洲
に
お
け
る
膨

大
な
雇
農
層
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
漢
人
村
落
の
中
で
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
彼
ら
の
生
活
実
態
と
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
と
り
わ
け
雇
農

の
移
動
に
着
目
し
、
移
動
の
理
由
や
経
路
か
ら
み
え
て
く
る
生
活

実
態
と
社
会
関
係
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
そ
の
際
、
一
つ
の
村
落

に
即
し
て
論
じ
る
こ
と
で
、
よ
り
具
体
的
に
北
満
洲
社
会
の
状
況

を
理
解
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。

本
稿
で
は
、
満
洲
国
期
に
行
わ
れ
た
農
村
実
態
調
査
の
報
告
書

を
中
心
に
使
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
時
代
背
景
や
目
的
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多
く
、
史
料
と
し
て
の
限
界
が
あ

る
。
し
か
し
、
当
該
時
期
の
満
洲
の
村
落
社
会
に
関
す
る
中
国
側

の
調
査
は
皆
無
に
近
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
満
洲
国
期
の
村

落
社
会
を
考
察
す
る
唯
一
の
手
が
か
り
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
下
、
一
で
は
満
洲
国
期
の
農
村
調
査
を
整
理
し
、
そ
の
意
義

や
問
題
点
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
二
で
は
北
満
洲
の
雇
農
の
社
会

背
景
や
労
働
条
件
な
ど
を
分
析
し
、
雇
農
の
役
割
と
生
活
の
実
態

に
つ
い
て
分
析
す
る
。
三
で
は
満
洲
国
期
の
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
と

い
う
村
落
に
焦
点
を
当
て
、
村
落
内
に
お
け
る
雇
農
農
家
と
大
経

営
農
家
と
の
関
係
及
び
雇
農
農
家
の
移
動
の
側
面
か
ら
み
え
て
く

る
雇
農
の
生
活
や
社
会
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一

満
洲
国
期
に
お
け
る
農
村
調
査

満
洲
国
成
立
後
、
政
権
が
存
続
し
た
約
一
四
年
の
間
に
満
洲
国

政
府
の
中
央
機
関
を
は
じ
め
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
、

満
鉄
と
略
す
）、
満
洲
帝
国
大
同
学
院
（
以
下
、
大
同
学
院
と
略

す
）、
地
方
政
府
機
関
な
ど
に
よ
っ
て
多
く
の
農
村
実
態
調
査
が

行
わ
れ
た
。
以
下
で
は
、
主
に
農
家
レ
ベ
ル
の
実
態
調
査
を
中
心

に
整
理
す
る
。

（
一
）
満
洲
国
以
前
の
農
村
調
査

満
洲
国
成
立
以
前
の
農
村
実
態
調
査
は
少
な
い
。
代
表
的
な
調

査
に
『
南
満
洲
農
村
土
地
及
農
家
経
済
の
研
究
（
11
）
』
や
『
管
内
支
那

人
の
農
家
経
済
（
12
）
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
記
の
二
調
査
よ
り
詳

細
な
も
の
と
し
て
、『
満
洲
農
家
の
生
産
と
消
費
』
が
あ
る
（
13
）
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
調
査
は
一
部
の
農
家
に
対
す
る
調
査
で
あ
っ
た

た
め
、
村
落
全
体
の
実
態
や
社
会
関
係
に
た
ち
い
っ
て
考
察
す
る

に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
一
七
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（
二
）
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
に
よ
る
調
査

満
洲
農
村
社
会
を
対
象
と
す
る
最
初
の
組
織
的
な
調
査
は
、
一

九
三
三
年
に
行
わ
れ
た
吉
林
省
懐
徳
県
大
泉
眼
部
落
調
査
で
あ
る
（
14
）
。

耕
作
、
小
作
、
賃
借
等
に
つ
い
て
体
系
的
な
調
査
が
行
わ
れ
た
結

果
、『
満
洲
一
農
村
の
社
会
経
済
的
研
究
│
│
大
泉
眼
部
落
調

査
』
が
残
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
集
落
の
全
戸
を
対
象
と
し
た
こ
と
が
こ

の
調
査
の
大
き
な
意
義
で
あ
り
、
後
に
行
わ
れ
た
農
村
実
態
調
査

の
予
備
調
査
と
し
て
の
性
質
を
備
え
て
い
る
（
16
）
。

一
九
三
五
年
に
は
満
洲
国
国
務
院
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局

（
以
下
、
産
調
と
略
す
）
が
北
満
洲
の
穀
倉
地
帯
の
中
か
ら
一
六

県
一
七
屯
を
選
ん
で
大
規
模
な
調
査
を
行
い
、『
産
調
資
料

（
一
）
康
徳
元
年
度
農
村
実
態
調
査
戸
別
調
査
之
部
』
な
ど
の
調

査
報
告
書
を
作
成
し
た
（
17
）
。
調
査
の
狙
い
は
「
農
村
に
於
け
る
社
会

経
済
諸
関
係
の
基
礎
的
事
項
を
闡
明
し
、
以
て
土
地
制
度
・
小
作

関
係
・
農
業
労
働
関
係
に
対
す
る
諸
対
策
、
農
業
経
営
・
農
村
金

融
・
物
資
配
給
方
法
の
改
善
、
農
民
負
担
の
合
理
化
等
政
策
樹
立

の
資
を
提
供
せ
ん
と
せ
り
」
で
あ
っ
た
（
18
）
。
調
査
で
は
、
村
落
内
の

全
戸
を
対
象
と
し
て
各
農
家
の
歴
史
や
農
業
経
営
、
生
活
状
況
な

ど
の
諸
項
目
に
つ
い
て
聴
取
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
調
査

報
告
書
の
「
戸
別
調
査
之
部
」
に
は
、
各
部
落
の
概
況
説
明
か
ら

始
ま
り
、
農
家
概
況
表
、
農
家
略
歴
表
、
雇
傭
労
働
表
、
小
作
関

係
表
、
賃
借
関
係
表
な
ど
計
一
六
の
調
査
集
計
表
が
附
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
ミ
ク
ロ
な
農
家
経
済
に
関
す
る
極
め
て
詳
細
な
情
報

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
六
年
に
は
中
満
洲
・
南
満
洲
を
中
心
に
二
一
県
二
二
屯

を
対
象
と
す
る
第
二
回
目
の
農
村
実
態
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の

結
果
は
『
産
調
資
料
（
三
六
）
康
徳
三
年
度
農
村
実
態
調
査
戸
別

調
査
之
部
』
な
ど
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
19
）
。
第
一
回
目
と
同
様
の

手
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
で
は
あ
る
も
の
の
、
第
二
回
目
の

対
象
範
囲
は
よ
り
広
範
で
あ
る
。
例
え
ば
、
附
表
と
し
て
「
四
隣

屯
其
の
他
概
況
調
査
表
」
が
加
え
ら
れ
、
対
象
村
落
の
特
徴
が
よ

り
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、「
戸
別
調
査
之
部
」
の

他
に
『
康
徳
三
年
度
農
家
経
営
経
済
調
査
』
の
如
き
調
査
報
告
書

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
第
二
回
目
の
調
査
の
特
徴
で
あ
る
（
20
）
。

こ
の
他
、
上
述
の
報
告
書
の
数
字
を
若
干
加
工
し
た
再
集
計
資

料
や
、
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
一
般
調
査
資
料
を
利
用
し
て
作
成
さ

れ
た
各
分
野
の
調
査
報
告
書
も
残
さ
れ
て
い
る
（
21
）
。
ま
た
、
産
調
の

調
査
員
の
指
導
の
も
と
で
行
わ
れ
た
『
康
徳
三
年
度
県
技
士
見
習

生
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
も
あ
る
（
22
）
。
こ
れ
ら
の
資
料
群
は
満
洲

の
村
落
社
会
や
農
業
の
詳
細
を
収
録
し
て
お
り
、
農
民
た
ち
の
具

体
的
な
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
貴
重
な
情
報
を
伝
え
て
い
る
。

産
調
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
一
連
の
農
村
実
態
調
査
は
、

史
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調
査
開
始
当
初
は
「
継
続
五
年
事
業
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九

三
七
年
七
月
よ
り
「
満
洲
産
業
開
発
五
箇
年
計
画
」
が
実
施
さ
れ

た
の
に
伴
い
実
業
部
は
産
業
部
に
改
組
さ
れ
、
産
調
も
廃
止
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
（
23
）
。

（
三
）
産
調
以
外
の
調
査

大
同
学
院
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
は
、『
康
徳
元
年
度
満
洲

国
郷
村
社
会
実
態
調
査
抄
（
24
）
』
や
『
康
徳
二
年
度
満
洲
農
村
社
会
実

態
調
査
報
告
書
（
25
）
』、『
満
洲
農
村
の
実
態
│
│
中
部
満
洲
の
一
農
村

に
就
て
（
26
）
』
と
し
て
結
実
し
た
。
こ
の
う
ち
第
四
期
生
が
実
施
し
た

調
査
は
産
調
調
査
員
の
指
導
の
も
と
で
実
施
さ
れ
、
産
調
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
調
査
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼

ら
を
率
い
た
大
同
学
院
教
授
の
大
野
保
は
、
一
九
三
五
年
の
農
村

実
態
調
査
の
中
核
的
存
在
の
一
人
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
27
）
。

満
鉄
に
よ
る
農
村
調
査
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

特
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、『
北
満
農
業
機
構
動
態
調
査
報

告
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
28
）
。
当
該
調
査
書
は
、
産
調
が
行
っ

た
第
一
回
目
の
農
村
実
態
調
査
の
対
象
村
落
の
追
跡
調
査
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
農
村
実
態
調
査
は
一
時
点
の
村
落
社
会

に
つ
い
て
捉
え
る
の
み
で
あ
り
、
村
落
や
各
農
家
の
長
期
間
に
わ

た
る
変
化
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ

の
調
査
か
ら
は
農
家
の
移
動
や
小
作
関
係
、
土
地
関
係
な
ど
農
家

の
五
年
間
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
本
稿
の
主
要
対

象
で
あ
る
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
産
調

が
廃
止
さ
れ
た
後
、
満
鉄
が
満
洲
農
村
調
査
の
主
要
な
担
い
手
と

な
り
、
そ
の
成
果
の
多
く
は
報
告
書
以
外
に
『
満
鉄
調
査
月
報
』

に
掲
載
さ
れ
た
調
査
報
告
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
以
外
に
も
、
地
方
政
府
が
自
ら
実
施
し
た
か
あ
る
い
は
委

託
し
て
行
っ
た
調
査
も
い
く
つ
か
あ
る
（
29
）
。
こ
れ
ら
の
調
査
も
ほ
と

ん
ど
が
産
調
の
農
村
実
態
調
査
の
手
法
に
倣
っ
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
産
調
が
廃
止
さ
れ
た
後
に
は
、
一
九
三
五
年

と
一
九
三
六
年
の
農
村
実
態
調
査
の
よ
う
な
大
規
模
か
つ
詳
細
な

調
査
は
満
洲
国
期
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
上
か
ら
、
満
洲
国
期
に
行
わ
れ
た
農
村
実
態
調
査
は
産
調
に

よ
る
二
回
の
調
査
が
主
軸
で
あ
り
、
そ
の
手
法
に
倣
い
様
々
な
機

関
が
調
査
を
展
開
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
数
多

く
の
農
村
研
究
者
を
育
て
、
後
に
華
北
地
方
で
行
わ
れ
た
中
国
農

村
慣
行
調
査
も
含
め
て
多
く
の
地
域
の
農
村
調
査
に
も
影
響
を
与

え
た
。

二

北
満
洲
の
雇
農
を
取
り
巻
く
状
況

本
節
で
は
北
満
洲
の
雇
農
の
社
会
背
景
や
労
働
条
件
な
ど
に
着

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
一
九
（
四
七
三
）



目
し
、
村
落
社
会
に
お
け
る
雇
農
の
役
割
と
生
活
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
し
て
、
雇
農
農
家
の
移
動
か
ら
み
え
て
く
る
彼
ら
の

生
活
の
一
面
と
背
景
に
あ
る
社
会
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
一
）
北
満
洲
村
落
社
会
の
階
層
構
成

北
満
洲
の
農
業
経
営
形
態
は
経
営
規
模
の
大
き
さ
が
顕
著
な
特

徴
で
あ
る
。
農
村
実
態
調
査
の
農
家
概
況
篇
に
依
拠
し
て
経
営
形

態
を
分
類
す
る
と
、
表
１
の
如
く
七
つ
の
階
層
に
大
別
で
き
る
。

地
主
は
自
ら
農
業
生
産
に
従
事
せ
ず
、
地
代
収
入
を
中
心
に
生

活
し
て
い
る
農
家
を
指
す
。
地
主
の
中
で
も
、
土
地
所
有
面
積
が

少
な
い
い
わ
ゆ
る
小
地
主
も
存
在
し
、
彼
ら
は
地
代
収
入
の
み
で

生
活
す
る
こ
と
が
で
き
ず
雇
農
や
雑
業
を
行
っ
て
い
た
。
富
農
は

耕
作
面
積
一
〇
〇
�
（
一
�
は
七
三
・
七
二
八
ア
ー
ル
）
以
上
の

大
土
地
所
有
農
家
で
あ
り
、
彼
ら
は
主
に
雇
用
労
働
力
に
依
存
し

て
農
業
経
営
を
展
開
し
、
村
落
社
会
内
部
に
お
い
て
も
絶
大
な
影

響
力
を
有
し
た
。
中
農
は
耕
作
面
積
の
違
い
に
よ
っ
て
中
農

（
上
）（
五
〇
〜
一
〇
〇
�
）
と
中
農
（
下
）（
二
〇
〜
五
〇
�
）

の
二
つ
の
階
層
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
自
家
労
働
力

を
中
心
に
農
業
労
働
を
行
い
、
不
足
し
て
い
る
分
を
雇
用
労
働
力

で
補
っ
て
い
た
が
、
雇
用
労
働
力
へ
の
依
存
度
は
富
農
よ
り
遥
か

に
低
か
っ
た
。
貧
農
は
耕
作
面
積
が
五
〜
二
〇
�
の
小
土
地
所
有

農
家
を
指
し
、
自
家
労
働
力
を
中
心
に
農
業
労
働
を
行
い
、
時
間

に
余
裕
が
あ
る
時
に
は
雇
農
と
し
て
働
く
こ
と
が
多
く
、
農
耕
農

家
と
し
て
最
低
限
の
生
活
を
し
て
い
た
。
半
雇
農
は
五
�
以
下
と

い
う
極
め
て
零
細
な
土
地
を
耕
作
す
る
の
み
で
、
生
活
す
る
こ
と

が
難
し
く
雇
農
と
し
て
働
く
こ
と
が
多
い
農
家
で
あ
る
。
雇
農
は

土
地
を
ほ
と
ん
ど
所
有
せ
ず
、
労
働
力
を
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

た
労
賃
で
生
活
を
営
む
農
家
で
あ
る
。
北
満
洲
農
村
は
膨
大
な
雇

農
層
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

表
１
か
ら
読
み
取
れ
る
第
一
の
特
徴
は
耕
作
面
積
が
富
農
や
中

農
（
上
）
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
北
満
洲
の
僅
か
五
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
家
が
四
六
・
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
土
地
を
耕

作
し
て
い
た
こ
と
と
対
照
的
に
、
半
雇
農
や
雇
農
は
人
口
の
五

七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
北
満
洲
に
最
も
多
く
い
た
階
層
で

あ
っ
た
。
こ
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
北
満
洲
の
歴
史
的
経
緯
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
。
満
洲
の
村
落
社
会
は
、
一
九
世
紀
以
降
華
北

地
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
大
量
の
移
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
彼

ら
は
清
朝
政
府
及
び
旗
人
か
ら
安
価
で
広
大
な
土
地
を
入
手
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
や
が
て
、
自
家
労
働
力
だ
け
で
は
労
働
力
が
不

足
す
る
よ
う
に
な
り
、
不
足
分
を
雇
用
労
働
者
に
依
存
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
満
洲
の
賃
金
は
華
北
地
方
よ
り
高
か
っ
た
た

め
、
多
く
の
雇
用
労
働
者
を
北
満
洲
に
引
き
寄
せ
た
。
こ
の
よ
う

史
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に
、
先
に
入
満
し
た
者
が
大
土
地
所
有
者
と
な
り
、
後
か
ら
移
住

し
て
き
た
者
は
雇
用
労
働
者
に
な
る
と
い
う
構
図
の
も
と
で
北
満

洲
の
村
落
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
30
）
。

第
二
の
特
徴
は
一
戸
当
た
り
の
家
族
人
口
で
あ
る
。
富
農
一
戸

当
た
り
の
平
均
は
二
四
・
五
九
人
、
中
農
（
上
）
は
一
九
・
六
二

人
で
あ
り
、
他
の
階
層
よ
り
圧
倒
的
に
家
族
人
数
が
多
か
っ
た
。

家
族
人
数
の
多
さ
は
北
満
洲
の
農
業
経
営
上
で
非
常
に
重
要
な
位

置
を
占
め
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
土
地
を
開
墾
す
る
際
に
豊
富
な
自

家
労
働
力
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
交
通
不
便
な
未
開
の

地
で
は
、
匪
賊
や
野
獣
か
ら
防
衛
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
（
31
）
。

大
家
族
が
多
い
富
農
や
中
農
（
上
）
は
農
業
経
営
に
お
い
て
有
利

な
状
況
に
あ
っ
た
が
、
直
接
的
農
業
労
働
は
も
っ
ぱ
ら
雇
農
に
依

拠
し
て
い
た
。

第
三
の
特
徴
は
大
家
畜
の
集
中
所
有
で
あ
る
。
大
家
畜
の
約
七

六
パ
ー
セ
ン
ト
が
富
農
と
中
農
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
と
り
わ
け

富
農
へ
の
集
中
が
明
瞭
で
あ
る
。
北
満
洲
の
農
作
業
は
自
然
的
諸

条
件
に
よ
っ
て
播
種
、
運
搬
、
調
製
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
役
畜
が

必
要
で
あ
っ
た
。
作
物
や
土
壌
、
そ
し
て
役
畜
の
効
率
に
よ
っ
て

異
な
る
が
、
一
五
〜
二
〇
�
を
耕
作
す
る
に
は
最
低
で
も
役
畜
三

頭
が
必
要
で
あ
っ
た
（
32
）
。
大
家
畜
を
多
く
所
有
す
る
富
農
や
中
農

（
上
）
は
、
農
業
経
営
に
お
い
て
非
常
に
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
、

表１ １９３４年における北満洲の階層構成

合計

681

100

4,961

100

7.28

8,079.2

100

1,286

100

1.89

出典：『産調四五―一農家概況』52、55～56頁より作成。
注：各階層には複数の経営形態が含まれている。例えば、地主の中に地主兼自作・地主兼雇農が含まれている。本
表は各農家の最も中心的な経営形態が階層区分の基準となる。本表で注意すべきは、地主の家族人口が少なく、
経営規模も著しく小さい点である。この背景には特殊な事情があったと考えられるが、この点については今後
の検討課題とする。

雑業

36

5.3

146

2.94

4.06

6.2

0.08

7

0.54

0.19

雇農

234

34.4

1,289

25.93

5.51

22.5

0.28

14

1.09

0.06

半雇農

157

23.1

868

17.51

5.53

341.8

4.24

53

4.12

0.34

貧農

93

13.6

689

13.90

7.41

1,165.8

14.42

197

15.32

2.12

中農（下）

77

11.3

469

17.53

6.09

2,778.1

34.39

412

32.04

5.35

中農（上）

21

3.0

412

8.31

19.62

1,554.7

19.24

204

15.86

9.71

富農

17

2.5

418

8.43

24.59

2,177.3

26.95

363

28.23

21.35

地主

46

6.8

270

5.45

5.87

32.8

0.40

36

2.80

0.78

項目

戸数（戸）

戸数（％）

家族人口（人）

家族人口（％）

一戸当たりの平均（人）

耕作面積（�）

耕作面積（％）

大家畜数（頭）

大家畜数（％）

一戸当たりの平均（頭）

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
二
一
（
四
七
五
）



対
照
的
に
大
家
畜
が
不
足
し
て
い
る
貧
農
以
下
の
階
層
の
経
営
は

苦
し
か
っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

以
上
が
示
す
よ
う
に
、
北
満
洲
に
お
い
て
は
そ
の
歴
史
的
経
緯

や
自
然
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
富
農
や
中
農
（
上
）
に
と
っ
て
非
常

に
有
利
な
農
業
経
営
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
単
に
大

土
地
を
所
有
し
て
い
る
の
み
で
は
な
く
、
家
族
人
口
や
大
家
畜
の

頭
数
も
経
営
を
有
利
に
導
く
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ

た
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
北
満
洲
の
大
経
営
農
家
を
支
え
た
の
が

北
満
洲
で
普
遍
的
に
み
ら
れ
た
雇
農
で
あ
っ
た
。
大
経
営
農
家
は

自
家
労
働
力
だ
け
で
は
不
足
す
る
分
を
雇
農
に
よ
っ
て
補
っ
て
い

た
。
ま
た
、
農
業
技
術
水
準
や
気
候
条
件
の
関
係
で
、
除
草
や
収

穫
期
な
ど
の
特
定
の
作
業
期
に
農
作
業
が
集
中
す
る
こ
と
も
多
数

の
労
働
力
が
必
要
と
さ
れ
る
要
因
で
あ
っ
た
（
33
）
。
北
満
洲
の
農
業
や

村
落
社
会
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
雇
農
を
無
視
で
き
な
い
所
以

で
あ
る
。

（
二
）
雇
農
を
取
り
巻
く
状
況

①
雇
農
の
社
会
背
景

満
洲
、
と
り
わ
け
北
満
洲
に
い
た
膨
大
な
雇
農
層
は
一
九
世
紀

以
降
に
華
北
地
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
こ
と
を
先
に

述
べ
た
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
満
洲
へ
の
移
動
は
移
民
の
送

出
側
で
あ
る
華
北
地
方
の
自
然
災
害
、
戦
乱
、
余
剰
労
働
力
の
排

出
と
い
っ
た
プ
ッ
シ
ュ
因
の
視
点
か
ら
も
っ
ぱ
ら
捉
え
ら
れ
て
き

た
（
34
）。
他
方
、
移
民
の
受
け
入
れ
側
で
あ
る
満
洲
の
プ
ル
因
に
目
を

向
け
た
の
は
上
述
し
た
荒
武
氏
の
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

九
世
紀
後
半
に
北
満
洲
に
お
け
る
対
ロ
シ
ア
極
東
貿
易
が
活
況
を

呈
し
た
こ
と
が
多
く
の
移
民
を
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
り
、
大
量
の

移
民
は
富
を
目
指
す
出
稼
ぎ
と
い
う
一
面
も
持
っ
て
い
た
と
い
う

の
で
あ
る
（
35
）
。

入
満
当
時
の
雇
農
の
経
営
形
態
を
み
る
と
、
自
作
農
で
あ
っ
た

農
家
が
没
落
し
て
雇
農
に
な
っ
た
事
例
も
み
ら
れ
る
が
、
雇
農
の

ほ
と
ん
ど
は
当
初
か
ら
雇
農
で
あ
っ
た
（
36
）
。
彼
ら
が
当
初
移
住
地
に

選
ん
だ
の
は
、
生
活
や
移
動
に
便
利
な
鉄
道
線
路
の
付
近
で
あ
っ

た
（
37
）。
そ
し
て
、
彼
ら
は
同
一
居
住
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は

な
く
、
移
動
を
繰
り
返
す
中
で
、
次
第
に
北
満
洲
農
村
に
移
住
地

を
広
げ
て
い
っ
た
（
38
）
。
一
九
三
四
〜
三
八
年
の
五
年
間
に
北
満
洲
に

お
け
る
雇
農
農
家
の
戸
数
は
さ
ら
に
増
え
、
経
営
形
態
に
雇
農
が

含
ま
れ
る
農
家
が
全
体
の
約
五
割
か
ら
六
割
に
増
加
し
た
（
39
）
。

②
雇
農
の
労
働
形
態

次
に
、
大
量
の
雇
農
が
北
満
洲
で
ど
の
よ
う
に
農
業
労
働
を
行

っ
て
い
た
の
か
を
雇
農
の
分
類
と
職
分
か
ら
み
て
い
く
（
40
）
。
農
業
労

働
は
、
直
接
労
働
（
直
接
農
耕
に
従
事
す
る
労
働
）
と
間
接
労
働

史
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（
そ
の
他
の
雑
用
）
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
雇
用
期

間
の
違
い
に
よ
り
長
工
（
年
工
）
と
短
工
（
月
工
・
日
工
）
の
二

つ
に
分
類
さ
れ
る
。

年
工
は
一
年
間
（
一
〇
〜
一
一
ヶ
月
）
契
約
で
雇
用
さ
れ
た
。

通
常
雇
用
主
の
家
に
住
み
込
み
、
食
事
も
支
給
さ
れ
た
が
、
農
業

労
働
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
雑
務
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
自
由
時
間
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
雇
用
主
の
た
め
に
労
働
し
て

い
た
。
月
工
は
月
単
位
（
通
常
一
〜
二
ヶ
月
）
で
の
契
約
で
あ
っ

た
。
そ
れ
以
外
の
時
期
は
日
工
と
し
て
雇
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
の
で
、
短
工
の
一
種
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
41
）
。
月
工
は
年
工

が
働
け
な
く
な
っ
た
時
や
農
繁
期
と
い
っ
た
限
定
し
た
場
合
に
雇

わ
れ
る
の
で
、
そ
の
数
も
自
然
と
少
な
か
っ
た
。
日
工
は
一
日
あ

る
い
は
数
日
（
三
日
間
が
多
い
）
契
約
で
雇
用
さ
れ
、
期
間
中
は

食
事
も
支
給
さ
れ
た
。
村
外
に
雇
用
さ
れ
る
場
合
は
雇
用
主
の
家

に
住
み
込
む
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
村
内
の
者
は
通
い
で
あ
り
、
自

由
な
時
間
を
確
保
し
独
立
し
た
生
活
が
で
き
た
。
し
か
し
、
満
洲

の
基
幹
労
働
力
は
年
工
で
あ
っ
た
た
め
、
日
工
は
除
草
や
収
穫
な

ど
特
に
手
に
よ
る
労
働
を
必
要
と
す
る
農
繁
期
に
雇
用
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
生
活
の
「
自
由
」
は
、
生
活
の
不
安
定
さ
を
意

味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
生
活
が
不
安
定
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
年
工
で
は
な
く
日
工
を
選
ぶ
の
は
、
多
く
が
副
業
の
一
種
と

し
て
日
工
を
勤
め
た
か
、
家
の
事
情
で
長
時
間
労
働
や
長
期
間
留

守
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
で
あ
っ
た
と
調
査
報
告
か
ら
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
工
は
職
務
内
容
の
違
い
に
よ
っ
て
職
分
が
細
分
化
さ
れ
て
い

た
。
直
接
労
働
の
中
で
最
も
重
要
で
あ
る
職
分
は
、
農
業
技
術
に

最
も
熟
練
し
、
か
つ
他
の
雇
農
を
統
帥
し
う
る
指
揮
者
「
打
頭

的
」（
別
称
「
把
頭
」「
苦
力
頭
」）
と
、
役
畜
を
使
用
し
て
行
う

農
耕
作
業
の
熟
練
工
「
老
板
子
」（
別
称
「
�
車
的
」）
で
あ
っ
た
。

最
も
多
く
み
ら
れ
た
の
は
、「
跟
做
的
」（
別
称
「
随
当
」）
で
あ

り
、「
打
頭
的
」
と
「
老
板
子
」
の
下
で
農
業
労
働
に
従
事
し
て

い
た
。

間
接
労
働
も
職
分
に
よ
っ
て
細
分
さ
れ
、
食
事
を
作
る
「
大
師

傳
」
や
夜
間
の
警
備
と
家
畜
の
管
理
を
行
う
「
更
官
児
」（
別
称

「
打
更
的
」）
な
ど
が
い
た
。
他
に
は
、
家
畜
の
管
理
に
携
わ
る

「
猪
官
児
」（
別
称
「
放
猪
的
」）
や
「
馬
官
児
」（
別
称
「
放
馬

的
」）、「
牛
官
児
」
な
ど
に
少
年
が
従
事
し
て
い
た
。

北
満
洲
の
一
九
三
四
年
に
雇
用
さ
れ
た
年
工
五
一
九
人
の
職
分

別
割
合
を
み
る
と
、
最
も
重
要
な
職
分
と
さ
れ
た
「
打
頭
的
」
は

全
体
の
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、「
跟
做
的
」
は
約
四
五
パ

ー
セ
ン
ト
で
最
多
数
で
あ
っ
た
（
42
）
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
三
番
目
に

多
か
っ
た
の
は
「
猪
官
児
」
で
あ
り
、
豚
の
糞
が
肥
料
に
も
な
り

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会
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二
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（
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う
る
こ
と
か
ら
そ
の
飼
育
が
重
視
さ
れ
て
い
た
点
が
読
み
取
れ
る
。

間
接
労
働
者
を
雇
用
す
る
の
は
大
経
営
農
家
に
限
ら
れ
て
い
た
の

で
、「
大
師
傅
」
や
「
更
官
児
」
の
人
数
は
直
接
労
働
者
よ
り
少

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
農
繁
期
に
不
足
す
る
労
働
力
は
月
工
や
日

工
と
い
っ
た
短
工
で
補
わ
れ
て
い
た
。

③
雇
農
の
労
働
条
件

長
工
と
短
工
で
は
賃
金
形
態
が
異
な
る
。
長
工
は
大
き
く
「
�

青
雇
農
」（
一
定
の
耕
作
面
積
を
雇
用
主
と
折
半
す
る
）、「
地

夥
」（
一
定
の
土
地
の
穀
物
）、「
帯
地
年
工
」（
一
部
は
穀
物
、
一

部
は
現
金
）、「
糧
夥
」（
一
定
量
の
穀
物
）、「
銭
夥
」（
現
金
）
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
、
銭
夥
が
最
も
み
ら
れ
た
賃
金
形
態
で
あ
っ

た
。
短
工
に
は
ほ
と
ん
ど
現
金
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
た
（
43
）
。
賃

金
の
支
払
い
過
程
に
つ
い
て
み
る
と
年
工
は
必
ず
一
括
で
支
払
う

と
い
う
決
ま
り
は
な
く
、
多
く
の
場
合
は
現
金
や
生
活
用
品
を
必

要
と
す
る
時
に
雇
用
主
か
ら
受
け
取
り
、
雇
用
期
間
終
了
時
に
清

算
す
る
形
が
多
か
っ
た
（
44
）
。
月
工
の
賃
金
は
通
常
月
払
い
あ
る
い
は

期
間
満
了
後
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
必
要
に
応
じ
て
事
前

に
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
日
工
の
賃
金
は
雇
農
の
在

住
地
に
よ
っ
て
多
少
異
な
っ
て
い
た
。
村
落
外
か
ら
雇
わ
れ
た
日

工
は
日
払
い
か
三
日
払
い
、
あ
る
い
は
作
業
終
了
後
に
支
払
わ
れ

た
。
村
落
内
在
住
の
日
工
で
雇
用
主
と
の
間
に
一
種
の
恒
常
的
雇

用
関
係
の
あ
る
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
に
受
け
取
る
こ
と
も

で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
北
満
洲
の
雇
農
が
固
定
し
た
雇
用
主
に
雇

わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
雇
用
主
の
間
に
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

表
２
は
一
九
三
四
〜
三
八
年
の
北
満
洲
に
お
け
る
年
工
の
職
分

別
平
均
賃
金
の
変
化
を
表
し
て
い
る
。
特
に
能
力
が
必
要
と
さ
れ

た
「
打
頭
的
」
と
「
老
板
子
」
の
賃
金
が
他
の
職
分
よ
り
高
い
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
五
年
間
の
変
化
を
み
る
と
、
す
べ
て

の
職
分
に
お
い
て
二
〜
三
倍
の
高
騰
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
高
騰
は

月
工
と
日
工
に
も
み
ら
れ
、
一
九
三
八
年
の
賃
金
は
一
九
三
四
年

よ
り
二
〜
三
倍
高
騰
し
て
い
た
（
45
）
。
高
騰
に
対
し
、
雇
用
主
は
「
労

働
者
が
足
り
な
い
」、
雇
農
は
「
物
価
が
上
が
っ
た
か
ら
」
と
そ

れ
ぞ
れ
の
言
い
分
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
調
査
記
録
が
示
し
て

い
る
（
46
）
。

賃
金
の
高
騰
を
も
た
ら
す
直
接
の
理
由
は
農
業
労
働
人
口
の
不

足
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
農
業
労
働
人
口
不
足
に
至
っ
た
要
因

と
し
て
主
に
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
満
洲
国
及
び
関
東

軍
に
よ
る
華
北
か
ら
満
洲
へ
の
移
民
の
抑
制
で
あ
る
。
満
洲
国
の

治
安
維
持
、
漢
民
族
の
勢
力
抑
制
、
将
来
の
日
本
人
発
展
の
余
地

保
留
、
満
洲
人
労
働
者
の
生
活
安
定
と
そ
の
向
上
、
出
稼
ぎ
労
働

者
に
よ
る
華
北
へ
の
送
金
・
現
金
持
ち
帰
り
防
止
の
五
点
の
理
由

史
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に
よ
り
移
民
の
流
入
を
制
限
し
た
た
め
、
本
格
的
な
取
り
締
ま
り

が
始
ま
っ
た
一
九
三
五
年
以
降
華
北
か
ら
の
入
満
者
数
が
急
激
に

減
少
し
た
（
47
）
。
し
か
し
、
一
九
三
七
年
以
降
、
産
業
開
発
五
ヵ
年
計

画
や
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
労
働
力
不
足
と
な
っ
た
た
め
、
労

働
力
の
積
極
的
な
導
入
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
労
働
力
は
一

時
的
に
は
増
加
し
た
も
の
の
、
労
働
政
策
の
不
備
や
日
本
占
領
地

か
ら
の
調
達
が
困
難
で
あ
り
、
労
働
力
不
足
は
さ
ら
に
深
刻
な
問

題
と
な
っ
た
（
48
）
。
大
量
の
移
民
に
依
存
し
て
い
た
北
満
洲
の
農
業
経

営
も
移
民
の
減
少
に
よ
り
農
業
労
働
人
口
の
不
足
に
繋
が
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
満
洲
の
農
業
外
の
諸
産
業
発
展
に
よ
っ
て
生
じ

た
労
働
人
口
の
移
動
で
あ
る
。
従
来
農
業
を
中
心
と
し
て
い
た
満

洲
は
、
鉄
道
の
敷
設
や
日
本
の
進
出
に
よ
り
工
業
や
鉱
業
な
ど
の

諸
産
業
も
著
し
く
発
展
し
た
。
撫
順
炭
鉱
を
例
に
み
て
み
る
と
、

出
炭
量
は
引
継
当
時
二
三
万
ト
ン
、
一
九
一
一
年
に
三
七
万
ト
ン
、

一
九
二
三
年
に
五
〇
〇
万
ト
ン
、
一
九
二
七
年
に
七
〇
〇
万
ト
ン
、

一
九
三
七
年
に
一
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
超
え
て
ピ
ー
ク
に
達
し
た
（
49
）
。

生
産
量
の
増
加
に
は
労
働
力
の
増
加
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
他
の

諸
産
業
の
発
展
に
伴
っ
て
労
働
力
が
吸
収
さ
れ
、
農
業
労
働
人
口

の
不
足
に
繋
が
っ
た
。

し
か
し
、
賃
金
が
高
騰
し
た
こ
と
が
雇
農
の
生
活
の
好
転
に
は

必
ず
し
も
直
結
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
一
九
三
四
〜
三
八
年
の
農

産
物
の
価
格
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
農
産
物
の
価
格
が
二
倍
程

度
に
上
が
っ
て
い
る
（
50
）
。
中
で
も
主
食
で
あ
る
粟
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

の
高
騰
が
最
も
顕
著
で
あ
り
、
直
接
に
生
活
に
影
響
を
与
え
た
と

考
え
ら
れ
る
。
雇
農
の
賃
金
も
二
倍
以
上
上
が
っ
た
が
、
雇
用
期

表２ 北満洲年工職分別賃金変動

割合（倍）

2.54

2.65

2.72

2.98

2.25

3.01

2.65

出典：『北満に於ける雇農の研究』81頁より作成。
注：対象は綏化県、呼蘭県、富裕県、拜泉県の４県の職分別、銭夥のみの
平均である。割合は 1934年を基準にした時の 1938年の増加倍率であ
る。

1938年

賃金（圓）

158.49

187.50

100.60

150.77

116.88

48.15

50.00

人数（人）

30

8

71

13

16

14

13

1934年

賃金（圓）

62.34

70.75

36.90

50.60

51.94

16.02

18.90

人数（人）

15

4

38

5

7

9

17

項目

打頭的

老板子

跟做的

大師傳

打更的

馬管児

猪管児

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
二
五
（
四
七
九
）



間
中
に
休
ん
だ
場
合
は
賃
金
が
差
し
引
か
れ
た
た
め
、
必
ず
し
も

収
入
額
の
上
昇
に
つ
な
が
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
年
工
は

年
間
を
通
し
て
常
に
毎
日
十
数
時
間
、
農
繁
期
に
は
し
ば
し
ば
一

五
時
間
以
上
の
労
働
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
（
51
）
。
こ
の
よ
う
に
、
雇
農

の
雇
用
形
態
や
雇
農
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
は
変
化
し
て
い
な
か

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
高
騰
の
み
で
生
活
状
況
が
良
く
な
っ

た
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。

④
雇
農
の
移
動

北
満
洲
の
雇
農
は
流
動
性
が
高
く
、
雇
農
農
家
の
約
八
六
パ
ー

セ
ン
ト
は
一
旦
吉
林
省
や
濱
江
省
南
部
、
奉
天
省
と
い
っ
た
中
・

南
満
洲
地
方
に
移
動
し
た
後
、
二
回
か
ら
四
回
の
移
動
を
経
て
北

満
洲
各
地
方
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
（
52
）
。
し
か
し
、
地
域
間
と
職
業
間

を
自
由
に
移
動
で
き
た
と
い
う
荒
武
氏
の
指
摘
は
、
果
た
し
て
こ

の
よ
う
な
北
満
洲
在
住
の
雇
農
農
家
に
は
ど
の
程
度
の
妥
当
性
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
一
九
三
五
年
の
農
村

実
態
調
査
の
戸
別
調
査
欄
に
あ
る
農
家
略
歴
表
を
用
い
て
、
一
九

三
四
年
に
村
落
に
在
住
し
て
い
た
純
雇
農
農
家
の
移
動
に
つ
い
て

み
て
み
る
。
な
お
純
雇
農
農
家
以
外
の
自
作
兼
雇
農
や
小
作
兼
雇

農
な
ど
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
の
記
載
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と

り
あ
げ
な
い
。

以
下
で
は
一
九
二
五
〜
三
四
年
の
一
〇
年
内
に
村
落
に
来
住
し

た
純
雇
農
農
家
に
限
定
し
て
移
動
の
内
実
を
検
討
す
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
荒
武
氏
の
論
ず
る
一
九
二
〇
年
代
の
自
由
な
移
動
は
ま
さ

に
当
該
時
期
に
当
て
は
ま
る
特
徴
で
あ
り
、
氏
が
対
象
と
し
て
い

な
い
一
九
三
〇
年
代
の
移
動
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
の
時
点
に
お
い
て
北
満
洲
一
六
県
一

七
屯
に
は
全
六
八
一
戸
の
農
家
が
居
住
し
て
お
り
、
経
営
形
態
に

雇
農
が
含
ま
れ
て
い
た
農
家
は
三
六
三
戸
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
一

四
二
戸
は
一
〇
年
以
内
に
来
住
し
た
い
わ
ゆ
る
純
雇
農
農
家
で
あ

っ
た
。

ま
ず
、
純
雇
農
農
家
の
前
住
地
を
み
て
み
る
。
表
３
が
示
す
通

り
、
前
住
地
の
約
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
県
内
で
あ
り
、
県
内
の
村

落
間
の
移
動
が
最
も
多
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
隣
県
か

ら
移
動
し
て
き
た
雇
農
は
約
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
隣
県
以
外
の
北

満
洲
の
他
県
か
ら
の
移
動
は
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
、
約
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
家
は
北
満
洲
内

で
移
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
方
、
南
満
洲
や
満
洲
以
外

の
地
方
か
ら
移
動
し
て
き
た
農
家
は
こ
の
時
期
は
少
な
く
、
北
満

洲
内
の
移
動
が
主
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
村
落
内
在
住
農
家
に
限
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
出
稼
ぎ
に
来
る
雇
農
も
同
様
で
あ
っ
た
。
日
工
を
雇
用
す
る

「
工
夫
市
」（
労
働
市
場
）
を
み
る
と
、
一
九
三
五
年
の
調
査
時
、

史
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海
倫
県
、
蘭
西
県
、
巴
彦
県
な
ど
北
満
洲
の
ほ
と
ん
ど
の
「
工
夫

市
」
は
県
内
か
隣
県
在
住
の
雇
農
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
明
水
県

を
含
む
一
部
の
「
工
夫
市
」
は
半
分
程
度
が
出
稼
ぎ
労
働
者
で
あ

っ
た
（
53
）
。
中
満
洲
と
隣
接
し
、
開
拓
年
代
も
古
い
双
城
県
の
「
工
夫

市
」
も
県
内
の
在
住
者
が
約
八
割
を
占
め
、
隣
県
か
ら
来
た
者
を

合
わ
せ
れ
ば
ほ
ぼ
九
割
に
達
し
、
他
の
地
域
か
ら
移
動
し
て
き
た

農
家
は
少
な
か
っ
た
（
54
）
。
当
該
期
の
北
満
洲
の
農
業
労
働
は
華
北
地

方
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
と
い
う
よ
り
も
、
北
満
洲
内
に
在
住
し

て
い
た
雇
農
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
雇
農
農
家
の
移
住
理
由
に
つ
い
て
み
て
み
る
。「
生
活

困
難
の
た
め
、
親
族
を
頼
り
に
」
や
「
労
働
条
件
が
良
い
と
聞
き
、

友
人
を
頼
り
に
」
の
よ
う
に
、
様
々
な
理
由
が
複
合
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
移
動
の
動
機
以
外
に
移
動
の
経
路
も
含
ま
れ
て
お
り
、

動
機
と
経
路
を
別
々
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
調
査

記
録
は
こ
の
複
雑
な
理
由
を
簡
単
に
示
し
、
動
機
と
経
路
を
同
様

に
扱
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
調
査
記
録
の
一
つ
の
限

界
と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
移
住
の
動
機
を
表
４
で
、
移
動
の

経
路
を
表
５
で
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
、
限
定
さ
れ
て

い
る
情
報
の
中
か
ら
そ
の
傾
向
を
捉
え
る
。
な
お
、
こ
こ
で
指
す

動
機
と
は
移
動
を
決
定
す
る
理
由
を
表
し
、
経
路
と
は
移
動
す
る

際
に
み
ら
れ
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
表
し
て
い
る
。

表
４
は
雇
農
農
家
の
移
動
の
動
機
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一

〇
年
以
内
に
来
住
し
た
一
四
二
戸
の
純
雇
農
農
家
の
う
ち
、
一
〇

五
戸
の
動
機
が
明
ら
か
で
あ
る
。
他
の
三
七
戸
の
農
家
は
単
に

「
親
族
に
頼
る
た
め
」
と
「
友
人
や
知
人
に
頼
る
た
め
」
の
み
と

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
移
動
の
動
機
と
し
て
考
え
ず
、
移

動
の
経
路
（
表
５
）
に
入
れ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、「
生
活
が
苦

し
い
た
め
」
に
移
動
し
た
農
家
が
全
体
の
約
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
、
最
も
多
い
動
機
で
あ
っ
た
。
二
番
目
に
多
か
っ
た
の
は
、

表３ １９３４年北満洲在住純雇農農家の前住地

割合（％）

64.1

7.7

16.2

9.9

1.4

0.7

100

出典：『康徳元年戸別調査之部』第１分冊～第３分冊、
「農家略歴表」より作成。

戸数（戸）

91

11

23

14

2

1

142

前住地

同県内

隣県

北満洲内

北満洲外（中・南満洲）

満洲以外

不明

合計

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
二
七
（
四
八
一
）



水
害
や
匪
害
な
ど
の
災
害
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
移
動
で

あ
り
、
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
九

三
一
年
に
起
き
た
満
洲
事
変
や
そ
の
後
の
不
安
定
な
情

勢
と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
災
害
に
遭
っ

た
こ
れ
ら
の
雇
農
農
家
の
生
活
も
困
難
で
あ
っ
た
と
判

断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
生
活
が
容
易
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
聞
い
て
来
住
し
た
農
家
は
約
一
二
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
、
前
住
地
で
の
困
難
な
生
活

を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
動
機
を
合
わ
せ
れ
ば
、

約
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
純
雇
農
農
家
が
困
難
な
生
活
か

ら
脱
出
す
る
た
め
の
移
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

生
活
困
難
と
対
照
的
に
、
荒
武
氏
が
指
摘
す
る
よ
り

良
い
労
働
条
件
を
求
め
て
移
動
し
た
農
家
は
こ
こ
で
も

み
ら
れ
、
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
し
か

し
、
そ
の
割
合
は
生
活
困
難
の
動
機
ほ
ど
強
い
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
、
生
活
困
難
と
よ
り
良
い
労
働
条
件
は

対
立
す
る
動
機
よ
う
に
調
査
記
録
で
扱
っ
て
い
る
が
、

実
際
は
関
連
し
て
い
る
動
機
で
あ
り
、
前
住
地
で
の
賃

金
が
低
く
、
生
活
が
少
し
で
も
楽
に
な
る
た
め
よ
い
条

件
を
目
指
し
て
移
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
述

し
た
通
り
、
雇
農
の
労
働
条
件
は
悪
く
、
さ
ら
に
穀
物

表４ １９３４年北満洲在住純雇農農家の来住動機

割合（％）

22.9

16.2

16.2

12.4

8.6

4.7

3.8

3.8

3.8

1.9

1.9

1.9

1.9

100

出典：『康徳元年戸別調査之部』第１分冊～第３分冊、「農家略歴表」より作成。

戸数（戸）

24

17

17

13

9

5

4

4

4

2

2

2

2

105

来住理由（動機）

生活困難のため

諸災害（匪害・水害・兵乱などから逃げるため）

労働条件が良いため

生活が容易（家賃が安いと聞いてなど）

労働地・労働口を求めて

土地を得るため（小作人になるためも含む）

労働の需要が多いを聞いて

農家に雇用されたため

住む場所を失ったため（倒壊や家主の回収など）

生活向上のため

分家したため

その他（子どもの教育・前住地の水質が悪い）

不明

合計
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価
格
も
高
騰
し
て
い
た
た
め
、
こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
り
良
い
労
働

条
件
は
、
豊
か
な
中
・
上
層
農
家
が
更
な
る
富
を
目
指
す
た
め
の

移
動
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
活
に
苦
し
む
低
層
農
家
が
少
し

で
も
良
い
生
活
を
求
め
て
移
動
し
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
九
戸
の
農
家
（
約
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
が

雇
用
先
を
求
め
て
来
住
し
た
。

五
戸
の
農
家
（
約
四
・
七
パ

ー
セ
ン
ト
）
は
土
地
を
得
る

た
め
あ
る
い
は
小
作
人
に
な

る
た
め
に
来
住
し
た
が
、
結

局
そ
の
目
的
が
達
せ
ず
雇
農

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

表
５
は
移
動
の
経
路
を
簡

単
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
農
家
が
ど
の
よ
う

な
社
会
関
係
に
頼
っ
て
移
動

し
て
き
た
か
を
明
示
し
て
い

る
訳
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

全
一
四
二
戸
中
の
六
〇
戸
の

移
動
の
経
路
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
た
。
全
体
の
約
二

八
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
家
が
親
族
を
頼
り
に
移
動
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
約
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
は
友
人
や
知

人
を
頼
り
に
し
て
い
た
。
両
者
を
合
わ
せ
れ
ば
、
約
四
二
パ
ー
セ

ン
ト
の
農
家
が
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
頼
り
に
移
動
先
を
選
ん

で
い
た
。
こ
れ
ら
の
社
会
関
係
は
必
ず
し
も
お
金
や
家
屋
な
ど
の

面
で
直
接
に
手
助
け
を
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
困
難
な
生
活
を
過

ご
し
て
い
た
雇
農
農
家
に
と
っ
て
、
よ
り
安
全
・
安
心
な
住
居
を

得
る
一
番
手
近
な
道
と
し
て
こ
れ
ら
の
信
頼
で
き
る
社
会
関
係
を

優
先
的
に
考
慮
し
て
い
た
。

以
上
、
表
３
〜
５
か
ら
は
、
荒
武
氏
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
な
、

更
な
る
富
を
目
指
し
た
地
域
間
・
職
業
間
の
自
由
な
移
動
は
あ
ま

り
み
ら
れ
ず
、
生
活
困
難
に
よ
り
や
む
を
得
ず
県
内
の
村
落
間
を

中
心
に
移
動
す
る
農
家
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
農
家

は
労
働
賃
金
や
生
活
の
容
易
さ
も
配
慮
し
て
移
動
先
を
選
ん
で
い

た
が
、
親
族
や
知
人
と
い
っ
た
社
会
関
係
も
移
動
先
を
決
定
す
る

要
素
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

三

綏
化
県
蔡
家
窩
堡
の
雇
農
と
村
落
社
会

こ
こ
で
は
具
体
的
な
一
村
落
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
か
ら
み
え

て
く
る
雇
農
と
村
落
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
考
察

す
る
。
そ
の
際
、
大
経
営
家
族
と
雇
農
と
の
関
係
や
雇
農
の
移
動

表５ １９３４年北満洲在住純雇農農家の来住経路

割合（％）

28

14

58

100

出典：『康徳元年戸別調査之部』第１分冊～第３分冊、「農家略歴表」より
作成。

戸数（戸）

40

20

82

142

来住理由（経路）

親族を頼りに来住

友人・知人（同郷も含む）を頼りに来住

明示されていない

合計

北
満
洲
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と
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会
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か
ら
み
え
る
社
会
関
係
に
着
目
す
る
。
な
お
、
上
で
述
べ
た
通
り
、

産
調
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
農
村
実
態
調
査
は
基
本
的
に
一
年
間
の

村
落
状
況
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
分
析

対
象
で
あ
る
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
で
は
農
村
実
態
調
査
の
ほ
か
に
追

加
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
村
落
の
状
況
を
時
系
列
の
変
化
か

ら
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
当
該

村
落
を
分
析
対
象
と
し
て
選
定
す
る
に
至
っ
た
理
由
で
あ
る
。

（
一
）
綏
化
県
の
概
況

ま
ず
、
綏
化
県
の
概
況
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
綏
化
県
は
か
つ

て
北
団
林
子
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
一
八
六
〇
年
頃
よ
り
開
墾
が
始

ま
っ
た
（
55
）
。
満
洲
国
期
に
濱
江
省
の
管
轄
内
に
入
り
、
一
九
三
九
年

に
東
安
省
と
北
安
省
が
分
置
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
綏
化
県
は
北

安
省
に
編
入
さ
れ
た
（
56
）
。
綏
化
県
は
満
洲
国
国
営
鉄
道
の
濱
北
線
と

綏
佳
線
の
分
岐
点
に
位
置
し
て
い
た
。
鉄
道
は
農
産
物
の
輸
送
や

人
の
移
動
の
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
綏
化
県
は
満
洲
国
に
と
っ
て

農
業
や
治
安
な
ど
の
面
に
お
い
て
枢
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。

次
に
、
農
業
形
態
の
概
況
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
佐
藤
大
四
郎

が
一
九
三
七
年
に
綏
化
県
の
二
〇
村
落
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
に

拠
れ
ば
、
無
経
営
農
家
が
全
体
の
六
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
雇
農
で
あ
っ
た
（
57
）
。
一
九
三
六
年
度
の
県
全
体
の

作
付
面
積
一
九
万
八
千
七
六
八
�
の
う
ち
、
大
豆
は
二
六
パ
ー
セ

ン
ト
、
小
麦
は
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
粟
は
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
高

粱
は
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

そ
の
他
は
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
。
北
満
洲
主

要
駅
の
大
豆
の
取
扱
量
を
み
る
と
、
綏
化
は
四
千
一
一
四
車
、
三

岔
河
は
三
千
四
〇
四
車
、
海
倫
は
二
千
四
〇
八
車
、
双
城
堡
は
二

千
六
一
車
、
窰
門
は
一
千
五
八
一
車
、
満
溝
は
一
千
二
五
車
で
あ

っ
た
（
58
）
。
綏
化
県
は
満
洲
全
域
と
同
様
に
大
豆
や
小
麦
が
主
要
な
農

産
物
で
あ
っ
た
。
大
豆
の
取
扱
量
は
他
の
県
と
比
較
し
て
も
突
出

し
て
お
り
、
農
産
物
輸
送
の
主
要
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。

（
二
）
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
の
概
況

①
歴
史
背
景
と
農
業
形
態

蔡
家
窩
堡
（
現
在
、
黒
龍
江
省
綏
化
市
新
華
郷
に
属
す
（
59
）
）
は
綏

化
県
の
一
村
落
で
あ
っ
た
。
綏
化
県
城
の
西
北
方
面
に
位
置
し
、

県
城
か
ら
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
、
穀
物
運
送
や
人
の
移
動

で
使
用
し
た
大
車
（
荷
車
）
で
約
三
時
間
程
度
を
要
し
た
。
当
該

村
落
は
県
城
と
近
距
離
に
あ
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
農
産
物
は
県

城
で
販
売
さ
れ
る
な
ど
、
両
者
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

一
九
三
五
年
に
は
隣
県
の
望
奎
県
城
ま
で
の
県
城
間
乗
合
自
動
車

史
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図１ 満洲国鉄道路線図
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が
開
通
し
た
た
め
県
城
間
を
四
〇
分
で
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
交
通
至
便
で
あ
っ
た
当
該
村
落
は
、
農
産
物
販

売
の
み
な
ら
ず
、
必
需
品
の
購
入
や
労
働
力
の
雇
用
に
も
有
利
な

状
況
に
あ
っ
た
。
治
安
の
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
当
該
村
落
に
は

警
察
分
駐
所
が
あ
り
、
匪
族
の
害
が
少
な
く
、
人
々
が
安
心
し
て

農
耕
に
専
念
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
（
60
）
。

当
該
村
落
の
歴
史
は
蔡
家
と
蒼
家
と
い
う
二
家
族
の
開
墾
に
よ

り
始
ま
っ
た
。
両
家
と
も
に
満
洲
八
旗
（
�
藍
旗
）
に
属
し
、
一

度
関
内
に
移
住
し
た
も
の
の
、
後
に
満
洲
へ
戻
っ
た
。
蒼
家
は
一

七
四
四
年
に
奉
天
省
復
県
西
藍
旗
に
移
住
し
て
農
業
経
営
に
従
事

し
、
後
に
吉
林
省
双
城
堡
に
移
住
し
て
小
作
人
と
し
て
約
二
〇
年

間
生
活
し
て
い
た
。
綏
化
県
の
開
放
を
聞
き
、
一
八
七
一
年
に
両

家
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
を
視
察
に
送
り
、
一
八
七
二
年
に
蔡
家
は

同
族
一
四
、
五
人
、
蒼
家
は
同
族
二
〇
人
を
連
れ
て
、
当
該
村
落

に
居
住
し
た
。
蒼
家
は
当
初
約
九
〇
�
の
土
地
を
開
墾
し
、
毎
年

少
し
ず
つ
所
有
地
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
約
三
〇
年
間
で
所
有
地

を
五
〇
〇
�
に
ま
で
広
げ
、
そ
の
後
五
〇
〇
�
の
熟
地
を
購
入
し

た
。
蔡
家
も
ほ
ぼ
同
様
の
経
過
で
土
地
を
集
積
し
た
が
、
蔡
家
は

病
弱
者
が
多
く
、
ア
ヘ
ン
の
吸
飲
と
自
家
労
力
の
不
足
に
よ
り
漸

次
土
地
を
売
り
渡
し
、
一
九
三
八
年
の
段
階
で
は
一
族
の
中
に
乞

食
を
す
る
も
の
も
い
た
と
い
う
。
蒼
家
が
豊
富
な
自
家
労
働
力
と

大
土
地
所
有
を
背
景
に
、
当
該
村
落
の
中
心
と
し
て
農
業
経
営
を

展
開
し
て
い
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
（
61
）
。

当
該
村
落
の
農
産
物
は
大
豆
と
小
麦
が
中
心
で
あ
り
、
北
満
洲

の
典
型
的
な
状
況
で
あ
っ
た
（
62
）
。
一
九
三
四
年
の
作
付
面
積
の
割
合

を
み
る
と
、
大
豆
は
一
七
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
粟
は
一
六
・
一

七
パ
ー
セ
ン
ト
、
小
麦
は
一
六
・
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
高
粱
は
一

三
・
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
一
二
・
三
一
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
一
九
三
八
年
で
は
、
小
麦
が
二
六
・
九
三

パ
ー
セ
ン
ト
、
大
豆
が
二
四
・
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
し
、
粟

は
一
四
・
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
高
粱
が
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
が
七
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
し
た
。
商
品
作
物
で

あ
る
大
豆
や
小
麦
が
増
産
し
た
の
は
、
一
九
三
七
年
よ
り
始
ま
る

農
産
物
増
産
五
ヵ
年
計
画
の
中
で
こ
の
二
つ
が
奨
励
作
物
に
な
っ

て
い
た
た
め
で
あ
る
。

当
該
村
落
の
熟
地
面
積
と
大
家
畜
、
農
具
に
つ
い
て
み
て
み
る
（
63
）
。

熟
地
の
面
積
は
廃
耕
地
の
復
興
に
よ
り
、
一
九
三
四
年
と
比
較
し

て
一
九
三
八
年
に
は
約
四
〇
�
増
加
し
た
。
大
家
畜
の
成
牛
は
一

九
頭
か
ら
三
八
頭
、
成
馬
は
七
二
頭
か
ら
八
一
頭
、
成
騾
は
一
四

頭
か
ら
三
五
頭
に
増
加
し
た
が
、
大
家
畜
に
よ
る
農
業
労
働
の
状

況
が
よ
く
な
っ
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
多

く
は
大
経
営
農
家
へ
の
集
中
で
あ
り
、
小
経
営
農
家
の
大
家
畜
不

史
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足
問
題
は
解
決
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
北
満
洲
の
農

業
に
欠
か
せ
な
い
大
農
具
の
数
は
、
大
家
畜
ほ
ど
大
き
な
変
化
が

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
大
車
は
二
二
台
か
ら
二
三
台
、
整
地
に
使
う

犂
丈
は
七
〇
個
か
ら
七
二
個
、
播
種
で
使
う
壤
耙
は
二
一
個
か
ら

二
二
個
に
増
加
し
た
が
、
耕
作
面
積
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
農

具
へ
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

②
階
層
構
成
と
労
力
関
係

一
九
三
四
〜
三
八
年
の
戸
口
の
変
化
を
こ
こ
で
概
観
し
て
み
る
。

よ
り
詳
細
な
移
動
の
状
況
は
表
６
〜
表
９
で
表
し
て
い
る
。
五
年

間
の
中
で
農
家
の
戸
数
が
四
五
戸
か
ら
五
三
戸
に
増
加
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
口
は
三
九
八
人
か
ら
三
七
三
人
に
減
少
し
た
（
64
）
。

こ
の
こ
と
は
当
該
村
落
の
農
家
移
動
及
び
分
家
に
よ
っ
て
生
じ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
五
年
間
の
中
で
、
転
出
し

た
八
戸
の
農
家
の
多
く
は
大
家
族
の
経
営
農
家
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
転
入
し
て
き
た
農
家
の
ほ
と
ん
ど
が
小
家
族
の
雇
農
農
家
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
土
地
の
所
有
面
積
を
み
る
と
、
一
九
三
四

年
に
一
〇
〇
�
以
上
を
所
有
す
る
約
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
家

が
村
落
の
約
四
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
土
地
を
占
め
、
無
所
有
者

は
五
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
い
た
。
一
九
三
八
年
は
、
一
〇
〇
�
以

上
を
所
有
す
る
約
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
家
が
約
五
四
・
五
パ

ー
セ
ン
ト
の
面
積
を
占
め
、
無
所
有
者
は
六
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

い
た
（
65
）
。
五
年
間
で
、
当
該
村
落
の
土
地
が
さ
ら
に
大
土
地
所
有
者

に
集
中
し
た
た
め
、
経
営
が
困
難
な
自
作
農
家
や
小
作
家
は
そ
れ

に
対
抗
で
き
ず
転
出
し
て
い
っ
た
。

労
使
関
係
の
割
合
を
み
る
と
、
一
九
三
四
年
は
約
七
割
、
一
九

三
八
年
で
は
約
八
割
の
農
業
労
働
が
雇
農
に
依
存
し
て
お
り
、
雇

農
な
し
で
は
当
該
村
落
の
農
業
経
営
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
66
）
。
当
該
村
落
に
お
い
て
は
八
割
以
上
の
土

地
を
所
有
し
て
い
た
蒼
家
が
圧
倒
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
一
九
三

四
年
に
、
村
内
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
年
工
は
六
七
人
、
月
工
は
計

二
三
ヶ
月
、
日
工
は
計
六
千
四
二
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

年
工
約
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
月
工
の
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
日
工

の
約
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
蒼
家
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
一

九
三
八
年
で
は
、
村
全
体
で
年
工
八
〇
人
、
月
工
計
三
〇
ヶ
月
、

日
工
計
八
千
三
一
二
日
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
四
年
と

ほ
ぼ
同
様
、
年
工
の
約
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
月
工
の
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
、
日
工
の
約
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
蒼
家
の
も
と
で
働
い
て

い
た
。
一
九
三
八
年
に
村
内
に
在
住
し
て
い
た
年
工
に
限
っ
て
み

る
と
、
当
該
村
落
で
労
働
に
従
事
し
て
い
る
一
九
人
の
う
ち
一
八

人
が
蒼
家
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
。

蒼
家
の
村
落
内
に
お
け
る
勢
力
は
「
経
済
的
に
も
経
済
外
的
に

も
永
ら
く
本
屯
を
支
配
し
、
蒼
家
に
忠
実
で
な
い
小
作
人
は
忽
ち

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会
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却
け
ら
れ
、
茲
に
蒼
家
を
中
心
と
す
る
本
屯
の
歴
史
が
繰
り
拡
げ

ら
れ
て
来
た
」
と
報
告
書
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
圧
倒
的
で

あ
っ
た
（
67
）
。
村
内
の
雇
農
農
家
は
、
ほ
と
ん
ど
蒼
家
の
も
と
で
働
き
、

蒼
家
の
農
業
労
働
も
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ら
の
雇
農
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
強
い
依
存
関
係
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
経
営
農
家
が
多
く
み
ら
れ
る
北
満
洲
で
は
こ
の
依
存
関
係
が
農

業
経
営
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

（
三
）
雇
農
の
移
動
か
ら
み
る
村
落
社
会

①
一
九
三
四
年
以
前
に
来
住
し
た
農
家
の
移
動

雇
農
の
移
動
の
背
景
を
み
て
み
よ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、
更
な

る
富
を
目
指
し
て
自
由
な
移
動
を
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
生

活
困
難
の
た
め
に
仕
方
な
く
移
動
し
て
い
た
と
い
う
側
面
を
看
過

で
き
な
い
。
そ
し
て
、
移
住
先
を
選
定
す
る
際
に
は
親
族
や
友
人

の
有
無
は
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
移
住
の
際
に
作
用
し

た
社
会
関
係
に
も
着
目
し
て
、
雇
農
農
家
の
移
動
の
内
実
を
検
討

し
よ
う
。

雇
農
の
移
動
に
つ
い
て
言
及
す
る
前
に
、
表
６
と
表
７
か
ら
当

該
村
落
の
社
会
関
係
及
び
変
化
を
み
て
み
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

経
営
形
態
に
雇
農
が
含
ま
れ
て
い
た
二
一
戸
の
農
家
の
う
ち
、
八

戸
は
満
洲
旗
人
を
祖
先
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
乞
食
と
な
っ
て
い

た
旗
人
農
家
も
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
旗
人
の
末
裔
の

農
業
経
営
の
難
し
さ
が
読
み
取
れ
る
（
68
）
。

村
内
の
一
一
戸
は
蒼
家
一
族
で
あ
り
、
分
家
を
経
て
、
一
九
三

八
年
で
は
一
三
戸
に
ま
で
拡
大
し
、
地
主
や
自
作
農
と
し
て
農
業

経
営
を
展
開
し
て
い
た
。
ま
た
、
１５
番
農
家
の
蒼
宝
経
が
保
長

（
一
五
個
の
甲
か
ら
構
成
）
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
別
の
調
査
資

料
か
ら
窺
え
る
（
69
）
。
他
方
、
同
時
期
に
来
住
し
た
蔡
家
一
族
の
多
く

は
雇
農
や
小
作
人
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
表
６
と

表
７
を
み
る
と
、
１３
番
農
家
の
土
地
が
五
年
間
の
う
ち
六
七
�
か

ら
一
二
二
�
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
１３
番
農
家
は
土
地
無
所
有

者
か
ら
身
を
起
し
、
豊
富
な
家
族
労
働
力
の
も
と
で
少
し
ず
つ
土

地
を
集
約
し
、
近
年
経
営
を
拡
大
し
て
き
た
農
家
で
あ
る
（
70
）
。
一
九

三
六
年
に
１３
番
農
家
の
王
連
奎
は
甲
長
を
務
め
て
い
た
（
71
）
。

雇
農
農
家
以
外
の
農
家
の
来
住
理
由
を
表
６
で
み
て
み
る
と
、

開
墾
当
初
か
ら
来
住
し
た
蒼
家
を
除
け
ば
、
１７
番
、
２０
番
、
２１
番
、

２３
番
農
家
が
前
住
地
で
の
災
害
や
生
活
困
難
か
ら
脱
す
る
た
め
に

来
住
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
雇
農
に
限
ら
ず
、
経

営
農
家
の
移
動
に
も
こ
う
い
っ
た
生
活
困
難
の
一
面
が
見
受
け
ら

れ
る
。

純
雇
農
農
家
（
２５
〜
４２
番
）
の
移
動
動
機
に
つ
い
て
み
る
と
、

２５
番
、
３４
番
、
３５
番
、
３６
番
、
３９
番
、
４０
番
は
災
害
や
耕
作
不
能

史

学

第
八
一
巻

第
三
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表６ １９３４年綏化県蔡家窩堡在住農家略歴及び概況

本屯に来住した理由

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

本屯に賃付金あり回収の便宜のため

山東にて農耕地狭く生活困難の折
柄、本地方の開放を聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

蒼某より本土地に土地払下・売却
あると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

土地を安く払下げらると聞きて

暴家屯にて金を残し土地を買わん
と欲し親族の孫某の紹介により本
屯に出典地あるを聞きて

大六戸屯にて水害に遭ひ貧困とな
り、本屯地方の土地良好なりと聞
きて

土地を安く払下げらると聞きて

頭牌屯より労働条件良きため

生活難のため

馬賊、水害のため、貧困となり、
本地方匪害なきと聞きて

前住地の地主、本屯に土地を所有
し居たるため

匪賊のため馬六頭を奪われ匪害な
き土地を求めて

労働条件良好のため

生活困難より同族を頼りて

荒地払下げを聞きて

土地開放を聞き安く手に入れ、開
墾せんとして

22歳の時、叔父と母を失い、寄
辺なきため、職を求めて

仕事を見つけたるため

生活容易なりと人より聞きて

生活容易なりと人より聞きて

6歳の時叔父の世話になってきた
関係上叔父と共に

本屯に在住せる孟某を頼りて

水害に遇ひたると、耕地不良のため

父の死去と、戸主幼小にして耕作
不能のため、親戚を頼りて

前身

旗人

旗人

旗人

旗人

旗人

旗人

旗人

旗人

旗人

農業

旗人

旗人

農業

旗人

旗人

自作

雇農

旗人

雇農

旗人

雇農

雇農

雇農

雇農

旗人

旗人

旗人

不明

雇農

雇農

雇農

雇農

雇農

旗人

自作

前住地

双城県

双城県

双城県

双城県

双城県

双城県

双城県

双城県

本県廟黄旗頭屯

山東省

双城県

双城県

本県大牌屯

双城県

双城県

巴彦県暴家屯

本県大六戸屯

双城県

本県頭牌屯

本県李家窩堡

本県藤家團屯

本県張家粉屋

本県藤家團屯

本県四牌屯

本県李家窩堡

双城県

双城県

本県房上溝屯

本県六牌屯

拜泉県七道溝

双城県

本県長發屯

山東省

本県永安鎮

本県沙家窩堡

在住年数

62

62

62

62

62

62

62

62

2

50

62

62

10

62

62

4

3

62

34

15

1

3

3

39

10

62

62

30

4

1

4

23

10

3

21

所有面積

14.25

63.00

51.38

51.25

31.90

30.63

17.50

160.75

26.13

2.50

180.00

69.26

67.60

26.25

20.00

4.00

4.00

18.00

7.00

人口

5

6

5

9

6

7

4

36

12

4

12

10

31

10

5

7

9

4

8

36

23

14

3

3

12

4

5

1

10

6

7

9

6

6

12

経営形態

地

地・自

地・自

地・自

地・自

地・自

地・自

地・自・小

地・自・雇

地・雇

自

自

自

自

自

自

自

自・小

自・雇

小

小

小

小

小

雇（�青）
雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

同族

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蔡

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蔡

蔡

蔡

蔡

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
三
五
（
四
八
九
）



表６ （続き）
労賃を得ること少く不便多かりし
時、蒼某人の人夫募集ありしため

前住地は地主少く、本屯は移動労
働なきため

本屯は労賃高きため

水害多く雇主少なかりしため

借金多く、為に蒼某を頼りて

親類、蒼家を頼りて

親類、蒼家を頼りて

凶作に遭ひ小作不能となりしため、
親戚を頼りて

長男が本屯の小学教員なりしため、
労働を止めてくる

土地を安く払下げらると聞きて

出典：『康徳元年戸別調査之部』第１分冊、「農家概況表」「農家略歴表」、『綏化県蔡家窩堡』１４～１５頁より作成。
注：「番号」は１９３５年調査時の農家番号である。「同族」は同族関係を表し、「蒼」は蒼家一族、「蔡」は蔡家一族であ
る。「経営形態」の中にある、「地」は地主、「自」は自作、「小」は小作、「雇」は雇農、「年」は年工、「日」は
日工を指す。「所有面積」は、所有している熟地面積を表し、単位は「�」である。「前身」は先祖の身分を示し
ている。色塗りの部分は経営形態に雇農が含まれている農家を示す。「本屯に来住した理由」は資料のままであ
る。

雇農

苦力

雇農

不明

旗人

旗人

旗人

旗人

小作

旗人

本県六牌屯

本県六牌屯

本県六牌屯

本県永安鎮

双城県

巴彦県

不明

本県永發屯

本県六牌屯

双城県

5

5

3

23

不明

11

不明

3

3

62

845.40

7

4

3

4

5

7

4

2

12

3

398

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（日）

雇（日）

医者（小作）

官吏

乞食

蔡

蔡

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

合計

表７ １９３４～３８年綏化県蔡家窩堡農家概況の変化
所有面積

1.250

出典：『綏化県蔡家窩堡』１４～１５頁より作成。
注：「番号」は表６の農家番号と同じである。１２番と３２番は分家したため、分家後をそれぞれ a・b・cを用いて区別

する。なお、９番、１６番、１７番、２０番、２２番、２６番、３３番、４４番は１９３４～３８年の間に転出したため、ここでは除
いて表８で転出の詳細を検討する。

人口

3

9

4

4

5

6

6

4

7

5

13

5

3

2

4

4

8

4

2

3

経営形態

雇（月）

雇（年・日）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年・日）

雇（日）

雇（日）

雇（日）

雇（年）

地・小・雇

雇（年・日）

雇（年）

雇（年）

雇（日）

雇（年）

雇（年・日）

雇（日）

雑

乞食

同族

蔡

蔡

蔡

番号

24

25

27

28

29

30

31

32 a

32 b

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

所有面積

15.000

62.400

75.414

39.520

29.150

27.500

26.301

179.948

2.000

198.163

30.000

23.000

22.500

122.497

15.700

29.542

19.500

人口

5

7

8

11

6

7

4

36

3

14

4

5

5

35

10

6

4

7

28

4

経営形態

地・自

地・自

地・自

自・小

地・自

自

地・自

自・小

地

地・自

自

自・小

自・小

自

自

自・小

自

小

小

雇（日）

同族

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蔡

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蒼

蔡

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12 a

12 b

12 c

13

14

15

18

19

21

23

史

学

第
八
一
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第
三
号

一
三
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九
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な
ど
生
活
困
難
の
た
め
、
３０
番
と
３１
番
は
生
活
が
容
易
で
あ
る
こ

と
を
聞
い
た
た
め
、
２８
番
と
２９
番
は
労
働
先
を
求
め
て
そ
れ
ぞ
れ

来
住
し
た
農
家
で
あ
る
。
こ
の
一
〇
戸
の
動
機
は
生
活
困
難
の
た

め
に
来
住
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
良
い
労
働
条
件

を
求
め
て
来
住
し
た
農
家
は
、
３７
番
と
３８
番
の
二
戸
で
あ
っ
た
。

３２
番
、
４１
番
、
４２
番
の
三
戸
は
単
に
親
族
を
頼
り
に
き
た
こ
と
が

記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

移
動
の
経
路
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
五
戸
の
農
家
（
２５
番
、
３２

番
、
３５
番
、
４１
番
、
４２
番
）
は
親
族
を
頼
り
に
、
二
戸
の
農
家

（
３３
番
、
４０
番
）
は
友
人
や
知
人
を
頼
り
に
来
住
し
て
い
た
。
人

間
関
係
が
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
農
家
も
あ
る
が
、
断
定

で
き
る
も
の
と
し
て
三
戸
（
４０
番
、
４１
番
、
４２
番
）
の
農
家
が
蒼

家
一
族
を
頼
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
対
象
を
一
〇
年
以
内
に
来
住
し
た
純
雇
農
農
家
に
絞
る

と
、
２５
番
と
３６
番
は
前
住
地
で
の
生
活
困
難
の
た
め
、
３４
番
は
災

害
の
た
め
、
３０
番
と
３１
番
は
生
活
の
容
易
さ
を
求
め
て
、
３７
番
と

３８
番
は
良
い
労
働
条
件
を
求
め
て
、
２９
番
は
仕
事
を
見
つ
け
る
た

め
、
３３
番
は
友
人
・
知
人
を
頼
り
に
と
い
う
動
機
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
表
４
で
み
た
北
満
洲
全
体
の
移
動
動
機
と
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
と
い
え
る
。
移
動
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
九
戸
の
う
ち
わ

ず
か
二
戸
（
２５
番
、
３３
番
）
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
北
満
洲
全
体
（
表
５
）
と
多
少
違
い
が
み
ら
れ

る
。
な
お
、
一
〇
年
以
内
に
来
住
し
た
純
雇
農
農
家
の
六
戸
は
同

県
内
の
他
村
落
か
ら
、
二
戸
は
北
満
洲
内
の
他
の
県
か
ら
、
一
戸

は
満
洲
以
外
か
ら
移
動
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
表
３
で

み
た
北
満
洲
全
体
の
動
態
と
同
じ
で
、
県
内
村
落
間
の
移
動
が
主

要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
農
家
の
前
住
地
に
つ
い
て
も
う
一
つ
注

目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
一
〇
年
以
内
に
来
住
し
た
純
雇
農
農
家
九

戸
の
う
ち
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
県
内
の
六
牌
屯
か
ら
四
戸
（
２９
番
、

３６
番
、
３７
番
、
３８
番
）
が
移
動
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
四
戸
間

の
関
係
や
移
動
の
経
路
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
四
戸
と
も
全

く
初
対
面
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
こ
こ
に
も
何
ら
の
緊
密
な
社

会
関
係
が
存
在
し
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

②
一
九
三
四
〜
三
八
年
に
お
け
る
農
家
の
転
出
・
転
入

表
８
が
示
す
如
く
、
一
九
三
四
年
か
ら
の
五
年
間
に
八
戸
の
農

家
が
転
出
し
て
い
る
。
９
番
は
こ
れ
ま
で
小
作
に
出
し
た
土
地
を

再
び
自
作
す
る
た
め
に
前
住
地
に
戻
っ
た
。
１６
番
と
１７
番
は
典
関

係
の
解
消
に
伴
い
再
び
土
地
無
所
有
者
と
な
っ
た
た
め
転
出
す
る

に
至
っ
た
。
２０
番
は
蒼
家
（
７
番
、
１５
番
）
か
ら
水
害
に
よ
っ
て

廃
耕
地
と
な
っ
た
土
地
八
〇
�
を
借
り
耕
作
し
て
い
た
が
、
土
地

の
復
旧
に
伴
い
蒼
家
は
そ
の
土
地
を
回
収
し
た
（
72
）
。
２２
番
は
土
地
管

理
が
悪
い
と
い
う
理
由
で
小
作
関
係
を
解
除
さ
れ
た
。
２０
番
と
２２
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番
の
転
出
理
由
か
ら
は
、
小
作
人
の
経
営
の
難
し
さ
が
窺
え
る
。

３３
番
は
住
む
家
屋
を
失
っ
た
た
め
転
出
し
た
が
、
調
査
時
に
３３
番

の
こ
と
に
つ
い
て
調
査
員
が
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
農
民
は
簡
単
に

「
他
搬
走
了
」（「
彼
は
引
っ
越
し
た
」）
と
述
べ
る
の
み
で
、
そ
の

言
葉
の
裏
に
は
農
村
の
複
雑
な
社
会
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
と
調

査
員
が
感
じ
て
い
た
と
い
う
（
73
）
。

転
出
農
家
の
移
動
の
経
路
を
み
る
と
、
２０
番
と
３３
番
は
知
人
や

友
人
を
頼
り
に
転
出
し
た
。
同
様
に
、
９
番
と
２２
番
は
前
住
地
を

移
動
先
へ
選
ん
だ
こ
と
も
、
知
人
や
友
人
が
い
る
こ
と
と
同
じ
で

あ
ろ
う
。
転
出
先
不
明
の
一
戸
を
除
け
ば
、
残
り
の
七
戸
す
べ
て

同
県
内
の
他
の
村
落
に
移
動
し
た
。

一
九
三
四
〜
三
八
年
の
間
に
当
該
村
落
に
転
入
し
て
き
た
雇
農

農
家
に
つ
い
て
、
表
９
に
即
し
て
み
て
み
る
。
転
出
し
た
純
雇
農

農
家
は
わ
ず
か
二
戸
（
２６
番
、
３３
番
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
転

入
し
た
一
三
戸
の
農
家
の
う
ち
、
一
一
戸
が
純
雇
農
農
家
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
し
た
北
満
洲
全
体
の
労
働
力
不
足
の
問

題
、
さ
ら
に
当
該
村
落
の
大
経
営
農
家
へ
の
更
な
る
土
地
集
中
と

雇
農
労
働
力
に
対
す
る
依
存
度
の
増
大
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

来
住
し
た
農
家
の
前
住
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ⅰ
以
外
の
農
家

す
べ
て
が
同
県
内
の
移
動
で
あ
り
、
南
満
洲
あ
る
い
は
満
洲
以
外

表８ １９３４～３８年綏化県蔡家窩堡から転出農家

転出理由

所有地は廂黄旗頭屯にあり自作するため

入典地を出典者売却せるため小作地を求
めて

入典地を出典者牘回せるため西六大戸に
て 20�を購入自作となる

借入地は地主が自作せるため知人多き西
長長發屯に行き再び 40�������

土地管理悪きため小作地を取り上げられ
前住地に往き再び 20�の小作となる

戸主死亡し妻連子の上再婚せるも行方不
明

借家主が年工を傭入れたるため家屋の明
渡しを求められ知人を頼りて転出

長男教員の転勤により

出典：『綏化県蔡家窩堡』１６～１７頁より作成。
注：「番号」は表６の農家番号と同じ。「転出理由」は資料のままである。

移動先

本県廂黄旗頭屯

本県呉家窩堡

本県西六大戸屯

本県西長發屯

本県張家粉房

不明

本県呉家窩堡

本県廂黄旗九井

転出年月

1936年 2月

1936年 2月

1935年 2月

1936年 2月

不明

1937年 2月

1937年 2月

不明

人口

12

7

9

36

14

4

6

12

経営形態

地・自・雇

自

自

小

小

雇（年）

雇（年）

官吏

番号

9

16

17

20

22

26

33

44

史
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の
地
域
か
ら
の
移
動
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
。
表
６
で
み
ら
れ
た
同
じ

前
住
地
か
ら
の
転
入
を
こ
こ
で
も

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
と

Ｃ
は
同
時
期
に
同
県
内
の
官
家
窩

堡
か
ら
転
入
し
て
き
た
。
時
期
は

一
年
間
ず
れ
る
が
、
Ａ
と
Ｆ
は
同

県
内
の
六
牌
屯
、
Ｄ
と
Ｅ
は
同
県

内
の
沙
家
窩
堡
か
ら
移
動
し
て
き

た
こ
と
が
注
目
で
き
る
。

転
入
し
て
き
た
雇
農
農
家
の
移

動
動
機
に
つ
い
て
み
る
と
、
五
戸

（
Ｄ
、
Ｈ
、
Ｉ
、
Ｊ
、
Ｋ
）
は
生

活
困
難
の
た
め
、
四
戸
（
Ａ
、
Ｂ
、

Ｅ
、
Ｆ
）
は
良
い
労
働
条
件
を
求

め
て
、
二
戸
（
Ｃ
、
Ｇ
）
は
単
に

友
人
や
知
人
を
頼
り
に
当
該
村
落

に
移
動
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

生
活
困
難
に
よ
る
動
機
が
こ
こ
で

も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

当
該
村
落
に
み
ら
れ
た
高
賃
金
や

表９ １９３４～３８年綏化県蔡家窩堡に転入した雇農農家

転入理由

賃銀が高く且経営農家多く被傭の便多
きため

本屯に年工の需要あり且賃銀高きと聴
き

以前本屯に居住し大同元年（1932年）
に転出し再び知人多き本屯に来住

生活困難のため本屯親戚に頼て

本屯に年工の需要多く且賃銀が前住地
より年 12圓位多きため

以前居住し康徳元年（1934年）春六牌
屯に転出せるも本屯は一族も多く賃銀
も高く又賃屋も多くて借入に便なるため

以前本屯に居住し知人多きため

前住地にて豆腐屋を営める生活困難の
ため本屯知人を頼りて

長男が病気により生活困難となり本屯
親戚を頼りて

前住地は屯小さく貸家も少なき為兄を
頼りて

生活困難のため本屯の親戚に頼りて

本屯親戚を頼りて

以前本屯に居住せし関係上本屯に知人
多く雑貨商開業のため

出典：『綏化県蔡家窩堡』１８～１９頁より作成。
注：「記号」は便利上筆者がつけたものである。「転出理由」は資料のままであるが、括弧内の年数は筆者がつけた
ものである。

前住地

本県六牌屯

本県官家窩堡

本県官家窩堡

本県沙家窩堡

本県沙家窩堡

本県六牌屯

本県西黒魚泡屯

本県津河鎮

海倫県西井子

本県小門蔡家屯

本県二牌屯

本県県城

不明

転入年月

1935年 2月

1936年 2月

1936年 2月

1935年 2月

1936年 2月

1936年 1月

1937年 3月

1937年 2月

1938年 2月

1935年 2月

1937年 2月

1938年 4月

1937年 4月

人口

7

9

5

4

4

3

6

5

3

9

3

4

2

経営形態

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年）

雇（年・月・日）

雇（年・日）

雇（年・日）

農（日）

行商

小舗

記号

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

北
満
洲
に
お
け
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需
要
の
多
さ
も
農
業
労
働
力
不
足
を
裏
付
け
る
理
由
の
一
つ
と
い

え
る
。

雇
農
農
家
の
移
動
経
路
を
み
る
と
、
転
入
し
て
き
た
一
一
戸
の

う
ち
、
Ｄ
、
Ｆ
、
Ｉ
、
Ｊ
、
Ｋ
の
五
戸
は
親
族
を
頼
り
、
Ｃ
、
Ｇ
、

Ｈ
の
三
戸
は
友
人
や
知
人
を
頼
り
に
来
住
し
た
。
雇
農
農
家
以
外

の
二
戸
（
Ｌ
、
Ｍ
）
も
そ
れ
ぞ
れ
、
親
戚
（
Ｌ
）
や
知
人
（
Ｍ
）

を
頼
り
に
転
入
し
た
。
そ
し
て
、
五
戸
（
Ｃ
、
Ｆ
、
Ｇ
、
Ｊ
、

Ｍ
）
は
以
前
当
該
村
落
で
の
生
活
経
験
が
あ
っ
て
、
再
び
戻
っ
て

き
た
農
家
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
関
係
、
と
り
わ
け
親
族
関
係

は
こ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
雇
農
農
家
の
移
動
の
背
景
に
は
、
高
賃
金
を

目
指
す
傾
向
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
重
視
す
べ
き
な
の
は
居
住
地

に
お
け
る
生
活
困
難
か
ら
の
脱
出
と
い
う
背
景
で
あ
る
。
高
賃
金

を
も
た
ら
す
理
由
と
し
て
北
満
洲
の
労
働
力
不
足
や
当
該
村
落
の

大
経
営
農
家
へ
の
土
地
集
中
、
雇
農
へ
の
強
い
依
存
性
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
高
賃
金
と
は
い
え
、
そ
れ
は
中
・
上
層
農
家
が
更
な
る
富

を
目
指
し
て
移
動
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
苦
し
い
生
活
を
強

い
ら
れ
た
低
層
農
家
が
よ
り
良
い
条
件
を
求
め
て
移
動
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
農
家
は
、
新
し
い
生
活
の
地
を
求
め

て
村
落
を
転
々
と
移
動
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
新
た
な
移
住
先
を
選
定
す
る
際
に
は
、
賃
金
や
生
活
の
容

易
さ
も
配
慮
さ
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
親
族
や
知
人
な
ど
の
人
間

関
係
が
強
く
左
右
す
る
要
素
と
し
て
働
い
た
。
総
じ
て
言
え
ば
、

北
満
洲
の
農
業
経
営
は
大
経
営
農
家
と
膨
大
な
雇
農
層
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
雇
農
層
の
実
態
を
微
細
に
観
察
し

て
み
る
と
、
両
者
の
関
係
を
支
え
て
い
た
も
の
は
雇
用
関
係
の
み

な
ら
ず
、
困
難
な
生
活
を
強
い
ら
れ
た
雇
農
が
依
拠
し
た
親
族
関

係
や
知
人
関
係
と
い
っ
た
社
会
関
係
の
要
素
も
看
過
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
満
洲
国
期
に
お
け

る
北
満
洲
の
雇
農
と
彼
ら
を
取
り
巻
く
村
落
社
会
の
実
態
に
つ
い

て
、
雇
農
の
移
動
か
ら
み
え
て
く
る
生
活
の
実
態
と
移
動
の
背
後

に
あ
る
社
会
関
係
の
角
度
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
産
調
に
よ
る
調
査
報

告
書
の
記
録
に
即
し
て
分
析
し
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

一
で
は
、
満
洲
国
期
に
行
わ
れ
た
農
村
実
態
調
査
の
概
況
を
整

理
し
、
そ
の
利
用
価
値
に
つ
い
て
述
べ
た
。
満
洲
国
期
に
行
わ
れ

た
多
く
の
実
態
調
査
は
、
産
調
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
二
回
の
農

村
実
態
調
査
が
軸
で
あ
っ
た
。
産
調
廃
止
後
も
各
政
府
機
関
や
学

校
な
ど
に
よ
り
そ
の
方
式
や
手
法
に
倣
っ
て
調
査
は
受
け
継
が
れ

た
が
、
産
調
の
ご
と
き
満
洲
全
域
に
わ
た
る
大
規
模
か
つ
詳
細
な

史
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調
査
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
産
調
の
調
査
は
満
洲
に
留
ま
ら
ず
、

華
北
や
華
南
な
ど
の
他
の
地
域
の
調
査
に
も
影
響
を
与
え
た
。
こ

れ
ら
の
調
査
資
料
は
、
植
民
地
統
治
下
と
い
う
調
査
当
時
の
時
代

背
景
や
目
的
、
方
法
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
き
な
限
界
を
有
し

て
い
る
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
が
、
中
国
側
に
よ
る
記
録

が
絶
対
的
に
欠
け
て
い
る
中
、
満
洲
の
村
落
社
会
に
つ
い
て
考
察

す
る
上
で
貴
重
な
史
料
群
で
も
あ
る
。

二
で
は
、
北
満
洲
の
雇
農
の
社
会
背
景
や
労
働
条
件
な
ど
に
着

目
し
、
村
落
社
会
に
お
け
る
雇
農
の
生
活
実
態
を
検
討
し
た
。
自

然
条
件
や
歴
史
的
経
緯
に
よ
り
、
北
満
洲
は
大
経
営
農
家
を
中
心

と
し
た
農
業
経
営
が
行
わ
れ
、
そ
れ
は
膨
大
な
雇
農
農
家
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
雇
農
の
職
分
は
細
分
化
さ
れ
、
年
工
を
中

心
と
し
て
農
繁
期
に
不
足
す
る
労
働
力
は
月
工
や
日
工
と
い
っ
た

短
工
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
た
。
満
洲
で
は
労
働
人
口
不
足
に
よ

り
、
一
九
三
八
年
に
は
一
九
三
四
年
と
比
較
し
て
雇
農
の
賃
金
が

二
倍
以
上
も
高
騰
し
て
い
た
が
、
穀
物
価
格
も
同
様
に
高
騰
し
て

お
り
、
賃
金
の
高
騰
は
必
ず
し
も
生
活
向
上
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
続
い
て
、
雇
農
農
家
の
移
動
動
機
と
経
路
に
着
目

し
て
雇
農
の
生
活
実
態
を
み
る
と
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て

き
た
よ
う
な
よ
り
有
利
な
条
件
を
求
め
て
自
由
に
地
域
間
・
職
業

間
を
移
動
し
て
い
た
と
い
う
状
況
は
必
ず
し
も
支
配
的
で
は
な
く
、

一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
は
む
し
ろ
生
活
困
難
、
仕
事
の
不
足
と

い
っ
た
原
因
に
よ
り
仕
方
な
く
県
内
の
村
落
間
を
移
動
す
る
雇
農

農
家
も
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
雇
農
が
新
た
な
村
落
を
選
定
す
る
際
に
は
、

親
族
や
知
人
の
存
在
が
判
断
に
非
常
に
強
く
作
用
し
、
四
割
以
上

の
雇
農
農
家
は
親
族
や
知
人
を
頼
り
に
移
動
し
て
い
た
。

三
で
は
、
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
に
焦
点
を
当
て
、
村
落
社
会
と
雇

農
の
関
係
を
考
察
し
た
。
当
該
村
落
に
お
い
て
は
、
大
家
畜
や
大

農
具
は
大
経
営
農
家
に
集
中
し
、
小
経
営
農
家
が
生
計
を
立
て
る

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
当
該
村
落
の
農
業
労
働
は
一
九
三
四
年

の
約
七
割
、
一
九
三
八
年
の
八
割
以
上
が
雇
農
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

雇
農
な
し
で
は
農
業
経
営
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
大
家
族
の
蒼

家
が
村
の
土
地
の
八
割
以
上
を
占
め
る
な
ど
村
内
で
圧
倒
的
な
存

在
で
あ
り
、
雇
農
の
ほ
と
ん
ど
は
蒼
家
の
も
と
で
働
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
北
満
洲
に
多
く
み
ら
れ
る
大
経
営
農
家
は
雇
農
と

相
互
依
存
の
関
係
を
形
成
し
て
農
業
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、

北
満
洲
の
特
質
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
当
該
村
落
に
お
い
て
一

九
三
四
〜
三
八
年
の
間
に
転
出
し
た
八
戸
の
う
ち
二
戸
、
転
入
し

た
一
三
戸
の
う
ち
一
一
戸
が
雇
農
農
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

当
該
村
落
の
労
働
力
需
要
の
多
さ
の
表
れ
で
あ
る
。
雇
農
農
家
の

移
動
は
高
賃
金
を
目
指
す
傾
向
も
あ
っ
た
が
、
成
功
者
が
更
な
る

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
四
一
（
四
九
五
）



富
を
目
指
し
て
移
動
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
生
活
困
難
か
ら
脱

出
す
る
た
め
に
低
層
農
家
が
よ
り
良
い
条
件
を
求
め
て
仕
方
な
く

移
動
し
て
い
た
側
面
に
も
十
分
に
目
を
配
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
移
動
先
の
選
択
に
は
親
族
や
知
人
な
ど
社
会
関
係
が
強

い
影
響
を
与
え
て
お
り
、
困
難
な
生
活
の
中
、
雇
農
は
自
ら
の
関

係
を
活
用
し
て
生
存
を
は
か
っ
た
こ
と
が
調
査
記
録
か
ら
浮
か
び

あ
が
っ
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
北
満
洲
に
お
け
る
大
経
営
農
家

と
膨
大
な
雇
農
層
と
は
、
労
働
力
の
需
給
に
お
い
て
相
互
依
存
関

係
に
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
相
互
に
規
制
す
る
関
係
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
の
実
態
か
ら
、
一

九
三
〇
年
代
北
満
洲
の
村
落
社
会
の
一
端
を
み
て
き
た
。
と
り
わ

け
、
北
満
洲
の
血
縁
関
係
や
地
縁
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
雇
農
の

移
動
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
。
し
か
し
、
以
上
は
調
査
報
告
書

の
ご
く
一
部
を
用
い
た
試
論
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
指
摘
し
た
移

動
の
背
景
に
あ
る
社
会
関
係
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
い
か
な

る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
産
調
に

よ
る
調
査
資
料
全
体
に
対
す
る
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、

本
稿
の
対
象
で
あ
る
蔡
家
窩
堡
は
蒼
家
の
勢
力
が
強
く
、
北
満
洲

の
特
徴
で
あ
る
大
土
地
経
営
農
家
と
雇
農
の
関
係
を
代
表
で
き
る

と
い
え
る
が
、
こ
の
関
係
以
外
の
村
落
、
つ
ま
り
大
土
地
経
営
や

大
家
族
が
必
ず
し
も
支
配
的
で
は
な
い
村
落
に
つ
い
て
も
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
（
７４
）
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
北
満
洲
の
村
落

社
会
の
構
造
や
特
質
、
満
洲
全
体
に
お
け
る
北
満
洲
の
位
置
づ
け

が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

註（
１
）
平
野
蕃
『
満
洲
の
農
業
経
営
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
、

二
〇
頁
。
地
域
区
分
に
つ
い
て
は
、
北
満
洲
（
吉
林
省
・
黒
龍
江

省
）
と
南
満
洲
（
遼
寧
省
）
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
も
あ
る
（
荒

武
達
朗
『
近
代
満
洲
の
開
発
と
移
民
│
│
渤
海
を
渡
っ
た
人
び

と
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
〜
一
六
頁
）。
本
稿
で
は
、

農
業
経
営
の
違
い
に
よ
っ
て
、
満
洲
を
北
満
洲
、
中
満
洲
、
南
満

洲
の
三
つ
の
地
域
と
し
て
考
え
る
。
こ
の
際
、
満
洲
国
実
業
部
臨

時
産
業
調
査
局
（
以
下
、
産
調
と
略
す
）
が
行
っ
た
農
村
実
態
調

査
の
対
象
で
あ
っ
た
北
満
洲
の
各
県
は
現
在
の
黒
龍
江
省
、
中
満

洲
の
各
県
は
現
在
の
吉
林
省
、
南
満
洲
の
各
県
は
現
在
の
遼
寧
省

に
所
属
す
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
黒
龍
江
省
を
北
満
洲
、
吉
林
省

を
中
満
洲
、
遼
寧
省
を
南
満
洲
と
定
義
す
る
。

（
２
）
北
満
洲
の
大
規
模
経
営
は
小
規
模
経
営
よ
り
著
し
く
合
理
的
か

つ
有
効
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
角
崎
信
也
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
角
崎
信
也
「
土
地
改
革
と
農
業
生
産
│
│
土
地
改
革
に
よ

る
北
満
型
農
業
形
態
の
解
体
と
そ
の
影
響
」
国
際
情
勢
研
究
会
編

『
国
際
情
勢
』
第
八
〇
巻
、
二
〇
一
〇
年
）。

史

学

第
八
一
巻

第
三
号

一
四
二
（
四
九
六
）



（
３
）
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
編
『
康
徳
元
年
度
農
村
実
態
調
査
報

告
書

産
調
資
料
（
四
五
）ノ（
一
）
農
家
概
況
篇
』（
以
下
、『
産

調
四
五
―
一
農
家
概
況
』
と
略
す
）、
一
九
三
七
年
、
五
五
〜
五
六

頁
。
こ
こ
で
指
し
て
い
る
「
雇
農
農
家
」
は
、
自
ら
生
産
手
段
を

有
せ
ず
、
主
に
他
人
に
労
働
力
を
売
っ
て
賃
金
を
得
る
農
家
の
こ

と
で
あ
る
。
自
作
兼
雇
農
や
小
作
兼
雇
農
な
ど
の
「
半
雇
農
農

家
」
も
含
め
れ
ば
、
五
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
ま
た
、
一

九
三
五
年
の
中
満
洲
の
雇
農
農
家
は
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
南
満
洲

は
一
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
半
雇
農
農
家
を
含
め
れ
ば
中

満
洲
の
四
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
南
満
洲
三
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
、
北
満
洲
と
比
較
し
て
も
そ
の
割
合
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

西
村
成
雄
『
中
国
近
代
東
北
地
域
史
研
究
』
法
律
文
化
社
、
一
九

八
四
年
、
二
七
〇
頁
。

（
４
）
陳
正

『
各
省
農
工
雇
傭
習
慣
及
需
供
状
況
』（
李
文
海
主
編

『
民
国
時
期
社
会
調
査
叢
編
（
二
編
）
郷
村
社
会
巻
』
下
、
福
建
教

育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
一
四
二
頁
。

（
５
）
雇
農
に
お
け
る
農
業
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
」
も
農
村
社
会
の
性

質
を
考
察
す
上
で
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
内
山

雅
生
「
近
代
中
国
に
お
け
る
地
主
制
│
│
華
北
の
農
業
経
営
を
中

心
と
し
て
」『
歴
史
評
論
』
三
一
九
号
、
一
九
七
六
年
、
に
お
い
て

議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
相
夥
」
と
「
雇
」
と
い
う
視
点
に
着

目
し
て
、
今
日
の
村
落
社
会
に
つ
い
て
分
析
し
た
研
究
も
示
唆
に

富
む
（
深
尾
葉
子
・
安
富
歩
「
中
国
陝
西
省
北
部
農
村
の
人
間
関

係
形
成
機
構
│
│〈
相
夥
〉
と
〈
雇
〉」
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究

所
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
四
四
冊
、
二
〇
〇
三
年
）。
こ

れ
ら
で
示
さ
れ
た
論
点
も
雇
農
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
重
要
な

問
題
で
あ
る
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
。

（
６
）
今
井
良
一
「�
満
洲
�
試
験
移
民
の
地
主
化
と
そ
の
倫
理
│
│

第
三
次
試
験
移
民
団
�
瑞
穂
�
�
	
事
例
と
し
て
」
日
本
村
落
研

究
会
編
『
村
落
社
会
研
究
』
一
八
号
、
二
〇
〇
三
年
。

（
７
）
于
春
英
・
王
鳳
傑
「
偽
満
時
期
東
北
農
業
雇
工
研
究
」『
中
国

農
史
』
二
〇
〇
八
年
三
月
号
。

（
８
）
荒
武
前
掲
『
近
代
満
洲
の
開
発
と
移
民
』
第
四
章
「
一
九
二
〇

―
一
九
三
〇
年
代
北
満
洲
を
め
ぐ
る
労
働
力
移
動
の
変
容
」。

（
９
）
聶
莉
莉
『
劉
堡
│
│
中
国
東
北
地
方
の
宗
族
と
そ
の
変
容
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
一
四
二
〜
一
四
四
頁
。

（
１０
）
中
兼
和
津
次
『
旧
満
洲
農
村
社
会
経
済
構
造
の
分
析
』
ア
ジ
ア

政
経
学
会
、
一
九
八
一
年
、
一
一
四
〜
一
一
六
頁
。

（
１１
）
一
九
一
五
年
一
〇
月
よ
り
満
鉄
が
鉄
道
沿
線
一
三
県
の
農
村
の

土
地
及
び
農
家
経
済
状
況
に
つ
い
て
行
っ
た
調
査
で
あ
る
。
南
満

洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部
地
方
課
『
南
満
洲
農
村
土
地
及
農
家
経

済
の
研
究
』
一
九
一
六
年
。

（
１２
）
一
九
三
一
年
に
行
わ
れ
た
関
東
州
の
普
蘭
店
民
政
署
内
に
お
け

る
農
家
二
九
三
戸
を
対
象
と
し
た
総
合
的
な
調
査
で
あ
る
。
関
東

州
普
蘭
店
民
政
署
『
管
内
支
那
人
の
農
家
経
済
』
関
東
庁
、
一
九

三
二
年
。

（
１３
）
一
九
二
一
年
九
月
〜
二
二
年
三
月
の
う
ち
、
約
七
〇
日
に
わ
た

っ
て
、
奉
天
省
一
七
戸
、
吉
林
省
八
戸
、
黒
龍
江
省
一
戸
、
関
東

州
四
戸
の
農
家
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
で
あ
る
。
南
満
洲
鉄
道
株

式
会
社
社
長
室
調
査
課
『
満
洲
農
家
の
生
産
と
消
費
』、
一
九
二
二

年
。

（
１４
）
こ
の
調
査
は
満
鉄
の
公
主
嶺
農
事
試
験
場
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
四
三
（
四
九
七
）



に
公
主
嶺
経
済
調
査
会
と
い
う
臨
時
に
構
成
し
た
調
査
会
に
よ
っ

て
行
わ
れ
、
メ
ン
バ
ー
は
農
事
試
験
場
の
場
員
五
名
の
他
に
、
公

主
嶺
に
あ
っ
た
農
業
実
習
所
の
水
野
薫
と
満
鉄
経
済
調
査
会
の
天

野
元
之
助
や
鈴
木
辰
雄
、
水
谷
国
一
も
参
加
し
て
い
た
。
野
間
清

「『
満
洲
』
農
村
実
態
調
査
遺
聞
（
Ⅰ
）」
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
編

『
ア
ジ
ア
経
済
』
二
六
巻
四
号
、
一
九
八
五
年
、
六
二
〜
六
三
頁
。

（
１５
）
公
主
嶺
経
済
調
査
会
『
満
洲
一
農
村
の
社
会
経
済
的
研
究
│
│

大
泉
眼
部
落
調
査
』
満
州
文
化
協
会
、
一
九
三
四
年
。

（
１６
）
中
兼
前
掲
『
旧
満
洲
農
村
社
会
経
済
構
造
の
分
析
』
一
四
一
頁
。

（
１７
）
国
務
院
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
編
『
産
調
資
料
（
一
）
康
徳

元
年
度
農
村
実
態
調
査
戸
別
調
査
之
部
』（
以
下
、『
康
徳
元
年
戸

別
調
査
之
部
』
と
略
す
）
一
九
三
五
年
。
第
一
分
冊
（
濱
江
省
）、

第
二
分
冊
（
濱
江
省
）、
第
三
分
冊
（
龍
江
省
）
の
三
冊
が
あ
る
。

具
体
的
な
調
査
方
法
に
つ
い
て
前
掲
「『
満
洲
』
農
村
実
態
調
査
遺

聞
（
Ⅰ
）」
や
野
間
清
「『
満
洲
』
農
村
実
態
調
査
の
企
画
と
業
績

│
│
満
鉄
調
査
回
想
の
二
」『
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
紀
要
』

五
八
巻
、
一
九
七
六
年
を
参
照
。
康
徳
元
年
は
一
九
三
四
年
で
あ

る
。

（
１８
）
『
康
徳
元
年
戸
別
調
査
之
部
』
第
一
分
冊
、「
緒
言
」。

（
１９
）
国
務
院
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
編
『
産
調
資
料
（
三
六
）
康

徳
三
年
度
農
村
実
態
調
査
戸
別
調
査
之
部
』（
全
四
冊
）、
一
九
三

六
年
。

（
２０
）
産
業
部
大
臣
官
房
資
料
科
『
康
徳
三
年
度
農
家
経
営
経
済
調

査
』（
全
三
冊
）、
一
九
三
六
年
。
磐
石
県
、
荘
河
県
、
鳳
城
県
の

三
県
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
２１
）
こ
れ
ら
の
資
料
は
「
産
調
資
料
」
と
呼
ば
れ
、
農
家
概
況
や
小

作
関
係
、
農
業
経
営
、
土
地
関
係
な
ど
全
一
六
冊
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
九
三
五
年
の
農
村
実
態
調
査
を

も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
三
六
年
の
調
査
や
後
述

す
る
県
技
士
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
を
中
心
に
作
成
し

た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
名
に
つ
い
て
は
、
中
兼
前
掲

『
旧
満
洲
農
村
社
会
経
済
構
造
の
分
析
』
一
三
三
〜
一
三
五
頁
、
を

参
照
（
以
下
、
こ
れ
ら
の
資
料
名
を
注（
３
）の
よ
う
に
略
す
）。

（
２２
）
康
徳
三
年
度
県
技
士
見
習
生
農
村
実
態
調
査
は
一
九
三
六
年
一

一
月
よ
り
約
一
ヶ
月
間
行
わ
れ
、
一
九
三
四
年
の
第
一
回
農
村
実

態
調
査
の
調
査
方
法
を
倣
い
、「
一
般
調
査
」、「
戸
別
調
査
」、「
選

択
調
査
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
（
国
務
院
実
業
部
臨
時
産
業
調

査
局
『
康
徳
三
年
度
県
技
士
見
習
生
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』
一

九
三
七
年
）。
同
様
に
一
九
三
七
年
一
〇
月
よ
り
約
一
ヶ
月
の
間
調

査
が
行
わ
れ
た
調
査
報
告
書
も
残
さ
れ
て
い
る
（
国
務
院
産
業
部

農
務
司
『
康
徳
四
年
度
県
技
士
見
習
生
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』、

一
九
三
八
年
）。
一
九
三
六
年
の
県
技
士
の
調
査
と
は
異
な
り
、
一

九
三
七
年
の
満
洲
国
政
府
機
構
の
改
編
に
よ
り
、
産
業
部
農
務
司

の
指
導
員
の
も
と
で
調
査
が
行
わ
れ
た
。
中
兼
前
掲
『
旧
満
洲
農

村
社
会
経
済
構
造
の
分
析
』
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
を
参
照
。

（
２３
）
農
村
実
態
調
査
の
立
案
か
ら
打
ち
切
り
に
至
る
ま
で
、
そ
し
て

「
満
洲
産
業
開
発
五
箇
年
計
画
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
長
岡
新

吉
「�
満
州
国
�
臨
時
産
業
調
査
局
の
農
村
実
態
調
査
に
つ
い
て
」

『
経
済
学
研
究
』（
北
海
道
大
学
経
済
学
部
）
四
〇
巻
四
号
、
一
九

九
一
年
を
参
照
。

（
２４
）
満
洲
帝
国
大
同
学
院
図
書
部
委
員
編
『
康
徳
元
年
度
満
洲
国
郷

村
社
会
実
態
調
査
抄
』
満
洲
帝
国
大
同
学
院
、
一
九
三
五
年
。
第

史

学

第
八
一
巻

第
三
号

一
四
四
（
四
九
八
）



三
期
生
の
夏
期
旅
行
の
課
題
と
し
て
行
わ
れ
た
調
査
で
あ
る
。

（
２５
）
満
洲
帝
国
大
同
学
院
編
『
康
徳
二
年
度
満
洲
農
村
社
会
実
態
調

査
報
告
書
』
満
洲
帝
国
大
同
学
院
、
一
九
三
六
年
。
第
四
期
生
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
で
あ
る
。

（
２６
）
大
同
学
院
第
一
部
第
九
期
生
農
業
経
済
演
習
班
編
『
満
洲
農
村

の
実
態
―
―
中
部
満
洲
の
一
農
村
に
就
て
』
満
洲
帝
国
大
学
学
院
、

一
九
三
八
年
。
第
一
部
九
期
生
と
第
二
部
七
期
生
の
合
同
調
査
で

あ
る
。

（
２７
）
中
兼
前
掲
『
旧
満
洲
農
村
社
会
経
済
構
造
の
分
析
』
一
三
七
頁
。

（
２８
）
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
調
査
部
『
北
満
農
業
機
構
動
態
調
査
報

告
第
一
編
濱
江
省
呼
蘭
県
孟
家
村
孟
家
区
』
博
文
館
、
一
九
四
二

年
。
同
じ
く
『
北
満
農
業
機
構
動
態
調
査
報
告
第
二
編
北
安
省
綏

化
県
蔡
家
窩
堡
）（
以
下
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
と
略
称
）。

（
２９
）
『
康
徳
五
年
度
農
村
実
態
調
査
報
告
書
―
―
扶
余
県
四
字
子

屯
』（
吉
林
省
開
拓
庁
農
林
科
、
一
九
四
〇
年
）
は
産
調
の
農
村
実

態
調
査
の
様
式
に
倣
っ
て
、
一
九
三
八
年
に
農
事
合
作
社
技
術
員

が
行
っ
た
調
査
で
あ
る
。『
開
原
県
農
村
実
態
調
査
報
告
書
』（
開

原
県
公
署
、
一
九
四
二
年
）
は
大
同
学
院
第
一
部
第
一
二
期
生
が

産
調
の
農
村
実
態
調
査
の
影
響
を
受
け
、
一
九
四
〇
年
に
行
わ
れ

た
調
査
で
あ
る
。
他
に
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
中
兼
前
掲
『
旧
満

洲
農
村
社
会
経
済
構
造
の
分
析
』
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
を
参
照
。

（
３０
）
石
田
精
一
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
博
文
館
、
一
九
四

二
年
、
一
〇
〜
一
一
頁
。『
産
調
四
五
―
一
農
家
概
況
』
二
一
頁
。

（
３１
）
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
二
〇
〜
二
一
頁
。

（
３２
）
『
産
調
四
五
―
三
農
業
経
営
篇
』
四
〜
五
頁
。

（
３３
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
四
〜
五
頁
。

（
３４
）
天
野
元
之
助
『
山
東
農
業
経
済
論
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
、

一
九
三
六
年
、
二
七
三
頁
。
池
子
華
『
中
国
流
民
史
・
近
代
巻
』

合
肥
、
安
徽
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
第
二
章
「
合
力
駆
動

―
―
近
代
流
民
的
発
生
機
制
」。

（
３５
）
荒
武
前
掲
『
近
代
満
洲
の
開
発
と
移
民
』
一
六
六
〜
一
六
八
頁
。

（
３６
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
一
四
〜
一
五
頁
。

（
３７
）
兼
橋
正
人
・
安
富
歩
「
鉄
道
・
人
・
集
落
」
安
富
歩
・
深
尾
葉

子
編
『「
満
洲
」
の
成
立
│
│
森
林
の
消
尽
と
近
代
空
間
の
形
成
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
。

（
３８
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
一
四
頁
。

（
３９
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
六
頁
。

（
４０
）
こ
こ
で
は
主
に
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
一

九
〜
二
〇
頁
と
『
産
調
四
五
―
五
雇
傭
関
係
並
に
慣
行
篇
』
二
三

〜
三
三
頁
、
に
依
拠
す
る
。

（
４１
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
一
九
〜
二
〇
頁
。

（
４２
）
「
打
頭
的
」
一
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、「
老
板
子
」
一
〇
・
二
パ

ー
セ
ン
ト
、「
跟
做
的
」
四
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「
大
師
傳
」
六
・

七
パ
ー
セ
ン
ト
、「
更
官
児
」
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、「
猪
官
児
」

一
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、「
馬
官
児
」
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、「
牛

官
児
」
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「
そ
の
他
」
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
っ
た
（『
康
徳
元
年
戸
別
調
査
之
部
』（
第
一
分
冊
〜
第
三
分

冊
）「
雇
傭
関
係
表
」
よ
り
作
成
）。

（
４３
）
『
産
調
四
五
―
五
雇
傭
関
係
並
に
慣
行
篇
』
一
四
〜
二
〇
、
一

三
八
〜
一
四
〇
頁
。

（
４４
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
八
七
、
九
七
〜
九

八
、
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
。

北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
四
五
（
四
九
九
）



（
４５
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
九
七
〜
九
八
、
一

〇
三
〜
一
〇
五
頁
。

（
４６
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
九
三
頁
。

（
４７
）
兒
嶋
俊
郎
「
満
州
国
の
労
働
統
制
政
策
」
松
村
高
夫
・
解
学

詩
・
江
田
憲
治
編
『
満
鉄
労
働
史
の
研
究
』
日
本
経
済
評
論
社
、

二
〇
〇
二
年
、
二
七
〜
二
九
頁
。

（
４８
）
兒
嶋
前
掲
「
満
州
国
の
労
働
統
制
政
策
」
三
七
〜
四
〇
、
六
〇

〜
六
一
頁
。

（
４９
）
満
史
会
編
『
満
州
開
発
四
十
年
史
』
下
巻
、
満
州
開
発
四
十
年

史
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
、
四
九
〜
六
四
頁
、
村
松
高
夫
「
撫
順

炭
鉱
」
松
村
ほ
か
前
掲
『
満
鉄
労
働
史
の
研
究
』
二
八
七
〜
二
九

〇
頁
。

（
５０
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
八
二
頁
。

（
５１
）
『
産
調
四
五
―
五
雇
傭
関
係
並
に
慣
行
篇
』
五
〇
〜
五
三
頁
。

（
５２
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
一
三
〜
一
四
頁
。

（
５３
）
『
産
調
四
五
―
五
雇
傭
関
係
並
に
慣
行
篇
』
一
四
四
〜
一
六
七

頁
。

（
５４
）
石
田
前
掲
『
北
満
に
於
け
る
雇
農
の
研
究
』
一
五
一
〜
一
五
二

頁
。

（
５５
）
綏
化
県
志
編
委
会
編
『
綏
化
県
志
』
哈
爾
浜
、
黒
龍
江
省
人
民

出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
四
頁
。

（
５６
）
綏
化
地
区
地
方
志
編
集
員
会
『
綏
化
地
区
志
』
哈
爾
浜
、
黒
龍

江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
。

（
５７
）
佐
藤
大
四
郎
『
綏
化
県
農
村
協
同
組
合
方
針
大
綱
』
満
洲
評
論

社
、
一
九
三
七
年
、
三
五
〜
四
二
頁
。

（
５８
）
『
綏
化
県
農
村
協
同
組
合
方
針
大
綱
』
二
〇
頁
。
一
車
は
約
一

二
〇
ト
ン
で
あ
る
。

（
５９
）
『
綏
化
県
志
』
五
五
〜
五
六
頁
。

（
６０
）
『
康
徳
元
年
戸
別
調
査
之
部
』
第
一
分
冊
、
一
八
一
〜
一
八
二

頁
。

（
６１
）
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
七
〜
九
頁
。

（
６２
）
以
下
、
一
九
三
四
年
は
『
康
徳
元
年
戸
別
調
査
之
部
』
第
一
分

冊
、
二
二
八
〜
二
二
九
、
二
三
二
頁
、
一
九
三
八
年
は
『
綏
化
県

蔡
家
窩
堡
』
一
〇
七
〜
一
一
〇
頁
、
を
参
照
。

（
６３
）
熟
地
面
積
は
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
、
大

家
畜
は
『
綏
化
縣
蔡
家
窩
堡
』
九
七
〜
九
八
頁
、
農
具
は
『
綏
化

県
蔡
家
窩
堡
』
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
を
参
照
。

（
６４
）
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
一
一
頁
。

（
６５
）
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
四
〇
〜
四
二
頁
。

（
６６
）
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
六
六
頁
。
以
下
、
一
九
三
四
年
は
『
康

徳
元
年
戸
別
調
査
之
部
』
第
一
分
冊
、
一
八
六
〜
一
八
七
頁
、
一

九
三
八
年
は
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
七
六
〜
九
一
頁
を
参
照
。

（
６７
）
『
康
徳
元
年
戸
別
調
査
之
部
』
第
一
分
冊
、
一
八
三
頁
。

（
６８
）
満
洲
に
お
け
る
旗
地
の
払
い
下
げ
に
つ
い
て
は
、
江
夏
由
樹
氏

の
研
究
、Y

oshikiE
natsu,B
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（M
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niversity
of
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,
2004

）
や
江
夏
由
樹
「
清
朝
の
時
代
、
東
三
省
に
お
け
る
八
旗
荘

園
の
荘
頭
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
│
帯
地
投
充
荘
頭
を
中
心
に
」

『
社
会
経
済
史
学
』
四
六
巻
一
号
、
一
九
八
〇
年
、
を
参
照
。
江
夏

氏
の
研
究
は
奉
天
を
中
心
と
す
る
南
満
洲
を
対
象
と
し
て
い
る
た

め
、
北
満
洲
の
旗
地
や
旗
人
の
生
活
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
す
る

史

学

第
八
一
巻

第
三
号

一
四
六
（
五
〇
〇
）



必
要
が
あ
る
。

（
６９
）
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
委
員
会
協
同
組
合
研
究
小
委

員
会
『
満
洲
農
村
行
政
組
織
ト
其
ノ
運
営
現
態
│
│
綏
化
県
』
満

鉄
産
業
部
、
一
九
三
六
年
、
三
〇
〜
三
五
頁
。

（
７０
）
『
産
調
四
五
―
八
土
地
関
係
並
に
慣
行
篇
』
九
八
〜
九
九
頁
。

（
７１
）
『
満
洲
農
村
行
政
組
織
ト
其
ノ
運
営
現
態
』
三
六
頁
。

（
７２
）
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
一
七
頁
。

（
７３
）
『
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
』
一
八
頁
。

（
７４
）
二
〇
一
一
年
八
月
と
二
〇
一
二
年
三
月
に
筆
者
が
行
っ
た
現
地

調
査
で
は
、
綏
化
県
蔡
家
窩
堡
の
蒼
家
が
所
蔵
す
る
『
蒼
氏
家

譜
』（
蒼
久
武
・
蒼
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北
満
洲
に
お
け
る
雇
農
と
村
落
社
会

一
四
七
（
五
〇
一
）


